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会長 （木津川市長）河井 規子

地域間幹線系統確保維持計画認定申請書

地域間幹線系統確保維持計画を別紙のとおり定めたので、関係書類を添えて

申請します。

※本申請書に、別添の記載すべき事項を全て記した地域間幹線系統確保維持計

画を添付すること。



令和４年度生活交通確保維持改善計画

【地域間幹線系統確保維持計画】

（名 称）木津川市地域公共交通総合連携協議会

（代表者名）会長 河井 規子

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

木津川市は、京都府南部に位置する人口７万９千人の市で、宅地開発等

により年々人口が増加している。

木津川市地域公共交通総合連携協議会では、平成２１年３月に「木津川

市地域公共交通総合連携計画」を策定、平成２７年３月に、新たに「木津

川市地域公共交通網形成計画」を策定、令和２年３月には「第２次木津川

市地域公共交通網形成計画」を策定し、活力と魅力あるまちづくりを推進

し、地域特性はもとより環境負荷の軽減、地域活性化、交通弱者等が安心

安全に移動できる生活環境に配慮した地域公共交通サービスの充実を図

ることを目的として、木津川市コミュニティバス「きのつバス（梅谷高の

原線・鹿背山高の原線・木津川台高の原線）」の運行を行っている。

しかしながら、近年では、一部地域での少子高齢化による外出機会の減

少や自家用車の普及により、利用者数が毎年減少している状況である。

このような状況下において、移動手段を持たない高齢者や学生、免許返

納者等の交通弱者にとって必要不可欠な公共交通を維持し、地域間交通

ネットワークとして路線を維持することにより広域的な移動手段を確保

することを目的とする。

２．地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果

（１）事業の目標

本協議会で策定した、「コミュニティバス等の持続可能な運行のためのガイ

ドライン」に定める、運行継続条件の数値を確保することを基本に、前々年度

以上の利用者数を目標とする。

【ガイドラインに定めている運行継続条件】

利用者数が１便あたり１．２５人以上とする。

【前々年度の利用者数】

１７４，５８４人（令和元年１０月～令和２年９月）

（２）事業の効果

利用者数の増加により、収支を改善し、持続的で安定的な路線の維持をする

ことで、住民の移動手段が確保される。



３．全号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体

【第２次木津川市地域公共交通網形成計画 P４７～５２参照】

(１)乗継利便性の向上

市内各地の移動や市外との移動の円滑化のため、鉄道との乗継を考

慮したダイヤを検討し、必要に応じてダイヤ改正を実施する。

実施事業：鉄道との接続を考慮したダイヤ改正

実施主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者

(２)車両の利便性の向上

高齢者や障がい者が利用しやすい車両の導入や、愛着のあるデザイ

ンによるラッピング化等を検討する。

実施事業：バリアフリー車両の導入促進検討、

バス車両デザインの検討

実施主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者

(３)情報提供の充実

公共交通に係る情報提供の充実及び市民の意識喚起を図るため、ホ

ームページやきづがわ公共交通だよりなど、多くの媒体を活用し、積極

的な広報に努める。また、乗り継ぎや公共交通機関を利用したお出かけ

情報等を提供する。

①実施事業：きづがわ公共交通だよりの発行

実施主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会

②実施事業：時刻表の作成、バス停留所デザインの検討、

交通結節点における情報提供の実施、

ホームページによる情報提供の充実

事業主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者

(４)利用機会の提供

日々の生活の中で公共交通を利用できるよう、利用経験が少ない児

童や生徒に対し、バスの乗車体験学習の場を提供するとともに、乗継ぎ

運賃の負担軽減を目的とした１日フリー乗車券の作成・販売を継続す

る。

実施事業：乗り物体験学習、スタンプラリーの充実、

おでかけマップの作成

事業主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者



実施事業：１日フリー乗車券の発行

事業主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会

実施事業：コミュニティバス１日無料ｄａｙの実施

事業主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者

(５)市民意識の変革

市民が公共交通の必要性やあり方を考えていくことができるよう、

ワークショップや座談会を通して働きかけを行う。

実施事業：地域ワークショップ、座談会の開催、乗り方教室

事業主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者

実施事業：バス停留所ネーミングライツ等の実施

事業主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、市内事業所

(６)魅力の発信

公共交通を活用した周遊を促進するため、市外からの来訪者等に対

して公共交通利用を促す情報提供を行う。

実施事業：観光施設へのアクセスサイン充実、

急行バスと連携したＰＲ

実施主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及

び運行予定者

別表１のとおり

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

別表２のとおり

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称

奈良交通株式会社

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定手法

該当なし

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１

日当たりの運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要

該当なし

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の

中心市町村に準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧

該当なし



10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実

施時期及びその他特記事項

(１)バス路線再編の検討・実施

①取組内容

協議会での利用者代表の意見や市民アンケート結果を参考に、鉄道

及び路線バスとの接続を考慮したダイヤ編成を行うことで、乗り継ぎ

利便性を向上し、利用者を増加させ、路線収益の増加を図る。

②実施主体

木津川市地域公共交通総合連携協議会、奈良交通株式会社

③実施に向けたスケジュール

令和３年１０月～令和４年３月 ダイヤ改正の検討・実施

(２)観光利用促進の検討・実施

①取組内容

市観光部署や観光協会と連携し、市内で行われるイベントにおけるバ

ス利用のＰＲ、バスを利用した観光ルートの作成や観光情報の発信強

化、臨時便の検討を行い、路線収益の増加を図る。

②実施主体

木津川市地域公共交通総合連携協議会、観光事業者

③実施に向けたスケジュール

令和３年５月～令和４年１０月 取組内容の検討、実施

(３)高齢者に対する利用促進

①取組内容

木津川市で実施している運転免許証自主返納事業について広く周

知し、バス利用の呼びかけを行うことで、利用者を増加させ、路線収

益の増加を図る。

②実施主体

木津川市地域公共交通総合連携協議会、木津川市

③実施に向けたスケジュール

令和３年１０月～令和４年９月 取組内容の検討、実施

(４)１日フリー乗車券の販売

①取組内容

コミュニティバスが１日乗り放題となる、フリー乗車券を作成し、

公共交通だより等で広く周知し、市内の公共施設、協力店舗等で販売

することにより、バス利用者の利便性向上、観光利用の増加を図る。



②実施主体

木津川市地域公共交通総合連携協議会

③実施に向けたスケジュール

令和３年１０月～令和４年９月 取組内容の検討、実施

◎定量的な効果目標

上記の（１）～（４）の取組みを実施することにより、令和４年度の全

系統（梅谷高の原線・鹿背山高の原線・木津川台高の原線）実績収支率を、

令和３年度比１％以上の改善を目標とする。

参考：令和２年度収支率 28.8%

(６)系統の見直しの検討について

木津川市地域公共交通総合連携協議会では、「コミュニティバス等の

持続可能な運行のためのガイドライン」を策定し、運行における継続条

件（１便あたり１．２５人）を定めており、運行系統については、路線

バス会社と調整・協議を行い、交通空白地の解消及び交通弱者へ配慮し

た最適なルートを運行している。

上記の理由から、予約型乗合タクシー等の代替輸送手段への見直し

は、継続条件を満たしていない場合に行うこととし、引き続き現行の形

態のまま幹線系統として運行する。

11．外客来訪促進計画との整合性

該当なし

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

該当なし

13．車両の取得に係る目的・必要性

該当なし

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果

該当なし

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、

負担者及びその負担額

別表７のとおり

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事

業における収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の

内容、代替車両を活用した利用促進策）

該当なし



17．協議会の開催状況と主な議論

・平成 20 年 5 月 28 日（第１回） 協議会設立、事業内容について協議

・平成 21 年 3 月 11 日（第６回） 木津川市地域公共交通総合連携計画につ

いて承認

・平成 27 年 3 月 12 日（第 29 回） 木津川市地域公共交通網形成計画につい

て承認

・令和 2年 3 月 24 日（第 50 回） 第 2 次木津川市地域公共交通網形成計画

について承認

・令和 3年 6月 30 日（第 55 回） 令和 4年度地域幹線系統確保維持計画に

ついて承認

18．利用者等の意見の反映状況

協議会規約に基づき、市民代表として利用者委員、公募委員、木津川市観光

協会理事、加茂民生児童委員協議会会長及び木津川市老人クラブ連合会会長

から参画いただいており、利用者等の意見を反映して本計画を策定している。

19．協議会メンバーの構成

関係都道府県 京都府山城広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課

京都府山城広域振興局建設部山城南土木事務所技術次長

京都府木津警察署交通課長

関係市区町村 木津川市長

木津川市副市長

木津川市建設部長

交通事業者

交通施設管理者

等

西日本旅客鉃道株式会社近畿統括本部大阪支社総務企画課課長

近畿日本鉄道株式会社新田辺駅長

奈良交通株式会社乗合事業部統括部長

株式会社ウイング取締役

一般社団法人京都府タクシー協会専務理事

城南タクシー株式会社代表取締役

加茂タクシー株式会社営業次長

東洋タクシー株式会社代表取締役

奈良交通労働組合執行委員長

国土交通省 近畿運輸局京都運輸支局首席運輸企画専門官

近畿地方整備局京都国道事務所計画課長
その他協議会が

必要と認める者
京都大学大学院工学研究科准教授

立命館大学衣笠総合研究機構博士

木津川市観光協会理事

加茂民生児童委員協議会会長

木津川市老人クラブ連合会会長

利用者委員

公募委員
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平日 21 平日 20 平日 20 平日 20 平日 21 平日 20 平日 19 平日 20 平日 18 平日 20 平日 22 平日 20 平日 20 平日 20 平日 19 平日 20 平日 22 平日 20 平日 20 平日 20 平日 21 平日 20 平日 20 平日 20 平日 243 平日 20 平日 243 平日 20

日祝 5 日祝 16 日祝 6 日祝 16 日祝 6 日祝 16 日祝 8 日祝 16 日祝 6 日祝 16 日祝 5 日祝 16 日祝 5 日祝 16 日祝 8 日祝 16 日祝 4 日祝 16 日祝 6 日祝 16 日祝 5 日祝 16 日祝 6 日祝 16 日祝 70 日祝 16 日祝 70 日祝 16

土 5 土 16 土 4 土 16 土 4 土 16 土 4 土 16 土 4 土 16 土 4 土 16 土 5 土 16 土 4 土 16 土 4 土 16 土 5 土 16 土 5 土 16 土 4 土 16 土 52 土 16 土 52 土 16

学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 0 学開 0 学開 0 学開 0

特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 0 特別 0 特別 0 特別 0

短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 0 短縮 0 短縮 0 短縮 0

季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 0 季節 0 季節 0 季節 0

km km km km km km km km km km km km km km

平日 21 平日 20 平日 20 平日 20 平日 21 平日 20 平日 19 平日 20 平日 18 平日 20 平日 22 平日 20 平日 20 平日 20 平日 19 平日 20 平日 22 平日 20 平日 20 平日 20 平日 21 平日 20 平日 20 平日 20 平日 243 平日 20 平日 243 平日 20

日祝 5 日祝 16 日祝 6 日祝 16 日祝 6 日祝 16 日祝 8 日祝 16 日祝 6 日祝 16 日祝 5 日祝 16 日祝 5 日祝 16 日祝 8 日祝 16 日祝 4 日祝 16 日祝 6 日祝 16 日祝 5 日祝 16 日祝 6 日祝 16 日祝 70 日祝 16 日祝 70 日祝 16

土 5 土 16 土 4 土 16 土 4 土 16 土 4 土 16 土 4 土 16 土 4 土 16 土 5 土 16 土 4 土 16 土 4 土 16 土 5 土 16 土 5 土 16 土 4 土 16 土 52 土 16 土 52 土 16

学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 学開 0 学開 0 学開 0 学開 0

特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 0 特別 0 特別 0 特別 0

短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 短縮 0 短縮 0 短縮 0 短縮 0

季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 季節 0 季節 0 季節 0 季節 0

km km km km km km km km km km km km km km

月別実車走行キロ算定表 令和3年10月1日～令和4年9月30日
申請者名　奈良交通株式会社

10月 11月 12月 1月 2月 3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計 合計
届出番号 　     
系統名

キロ程
月運行日数

1日　　　　
運行回数

月運行日数
1日　　　　

運行回数
月運行日数

1日　　　　
運行回数

月運行日数
1日　　　　

運行回数
月運行日数

1日　　　　
運行回数

月運行日数
1日　　　　

運行回数
月運行日数

1日　　　　
運行回数

月運行日数
1日　　　　

運行回数
月運行日数

1日　　　　
運行回数

月運行日数
1日　　　　

運行回数
月運行日数

1日　　　　
運行回数

月運行日数
1日　　　　

運行回数
年運行日数

1日　　　　
運行回数

月運行日数
1日　　　　

運行回数

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8,294.0 8,008.0 8,294.0 8,179.6 7,436.0 8,351.2 8,008.0 8,179.6 8,122.4 8,236.8 8,294.0 8,008.0 97,411.6 97,411.6

5,626.0 5,432.0 5,626.0 5,548.4 5,044.0 5,664.8 5,432.0 5,548.4 5,509.6 5,587.2 5,626.0 5,432.0 66,076.4 66,076.4

6,670.0 6,440.0 6,670.0 6,578.0 5,980.0 6,716.0 6,440.0 6,578.0 6,532.0 6,624.0 6,670.0 6,440.0 78,338.0 78,338.0

梅谷高の原 14.3

鹿背山高の原 9.7

木津川台高の原 11.5



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域間幹線系統） 3年度

(1) 梅谷高の原 5,980.5

(2) 鹿背山高の原 2,409.0

(3) 木津川台高の原 4,784.5

13,174

（注）

１．本表に記載する運行予定系統を示した地図（運行予定系統が熊本地震被災市町村における応急仮設住宅の１キロメートル以内を経由することを図示したものを含む）を添付すること。

合　　　　　計

２．「特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定
に該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。
３．補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りる
ものとする。　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名

運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額

（千円）

特
例
措
置

京都府
（木津川市） 奈良交通株式会社



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

１．申請事業者の概要

㎞

㎞

㎞

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均） ％ 往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均） ％ ％

復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞

往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均） ％ 往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均） ％ ％

復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞

往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均） ％ 往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均） ％ ％

復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞

往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均） 往 ㎞ （平均）

復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞

％ ㎞ 円 円 ㎞ 円 ㎞ 円 ㎞ 円 円 円 円

％ ㎞ 円 円 ㎞ 円 ㎞ 円 ㎞ 円 円 円 円

％ ㎞ 円 円 ㎞ 円 ㎞ 円 ㎞ 円 円 円 円

㎞ 円 円 ㎞ 円 ㎞ 円 ㎞ 円 円 円 円

ナ×1/2＝ラ

円 円 円 千円 千円 円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 円 円 千円 千円 円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 円 円 千円 千円 円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 円 円 千円 千円 円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

事業者名 奈良交通株式会社 4年度

乗 合 バ ス 事 業

営業収益 6,930,149 千円 営業外収益 230,757 千円 経常収益（イ） 7,160,906 千円
営業費用 9,671,954 千円 営業外費用 71,636 千円 経常費用（ロ） 9,743,590 千円
営業損益 △ 2,741,805 千円 営業外損益 159,121 千円 経常損益 △ 2,582,684 千円

経常収支率 73.49 ％

18,599,564.6

乗 合 バ ス 事 業

営業収益 8,741,223 千円 営業外収益 71,579 千円 経常収益（イ） 8,812,802 千円
営業費用 10,174,706 千円 営業外費用 46,450 千円 経常費用（ロ） 10,221,156 千円
営業損益 △ 1,433,483 千円 営業外損益 25,129 千円 経常損益 △ 1,408,354 千円

経常収支率 86.22 ％

19,655,933.7

乗 合 バ ス 事 業

営業収益 8,687,030 千円 営業外収益 65,410 千円 経常収益（イ） 8,752,440 千円
営業費用 10,040,713 千円 営業外費用 54,761 千円 経常費用（ロ） 10,095,474 千円
営業損益 △ 1,353,683 千円 営業外損益 10,649 千円 経常損益 △ 1,343,034 千円

経常収支率 86.69 ％

19,740,441.6

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キロ
当たり経常費用

（基準期間の前々年度）　
ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）　

ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走
行キロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

京阪神 511円.41銭 520円.00銭 523円.86銭

補助ブロック名
補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用
(a+b+c)/3= ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない

額
ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ＝ト

京阪神 518円.42銭 534円.11銭 518円.42銭 385円.00銭

運行系統
計画運行

回数

②
①×②＝

③
チ オ

オ÷チ＝
ク

リ ヌ ル ル÷チ
（チー（リ＋ヌ＋ル））

÷チ＝ヲ

3,406.0 14.3 0.3

(9.3) 14.3 14.3 0.3 0.3 0 97.902

3,406.0 9.7 0.3

(9.3) 9.7 9.7 0.3 0.3 0 96.907

3,406.0 11.6 0.3

(9.3) 11.4 11.5 0.3 0.3 0 97.391

35.6 0.9

35.4 35.5 0.9 0.9

補助対象系統のキロ当たり経常収益

基準期間の前々年度 基準期間の前年度 基準期間

経常収益 実車走行キロ

補助対象系統
の実車走行キ
ロ当たり経常収

益

経常収益 実車走行キロ

補助対象系
統の実車走
行キロ当たり
経常収益

経常収益 実車走行キロ

補助対象系
統の実車走
行キロ当たり
経常収益

（チー（リ＋ヌ））
÷チ＝ヲ'

ワ ヘ×ワ以下の額：カ (d+e+f)/3=ノ ヤ'' マ'' ヤ''÷マ''=d ヤ' マ' ヤ'÷マ'=e ヤ マ ヤ÷マ=f
ノ×ワ以上の額：

ヨ
カ－ヨ＝タ カ×9/20＝レ ソ

第1号 97,411.6 50,500,121 158円.06銭 16,323,131 97,241.9 167円.86銭 15,660,333 97,125.6 161円.23銭 14,133,838 97,411.6 145円.09銭 15,396,878 35,103,243 22,725,054 22,725,054

第2号 66,076.4 34,255,327 131円.04銭 8,789,845 65,960.0 133円.26銭 8,751,650 65,882.4 132円.83銭 8,395,441 66,076.4 127円.05銭 8,658,652 25,596,675 15,414,897 15,414,897

第3号 78,338.0 40,611,985 195円.78銭 16,378,923 78,172.4 209円.52銭 15,659,166 78,108.0 200円.48銭 13,893,522 78,338.0 177円.35銭 15,337,014 25,274,971 18,275,393 18,275,393

合計 241,826.0 125,367,433 484円.88銭 41,491,899 241,374.3 40,071,149 241,116.0 36,422,801 241,826.0 39,392,544 85,974,889 56,415,344 56,415,344

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

ソ×ヲ＝ツ ソ×ヲ'＝ツ'
ツ×みなし運行回数／①

計画運行回数＝ネ ナ ニ×ワ－ヨ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

第1号 22,248,282 11,961,441 11,961 5,980.5 35,103,243 29,122,743 12,842,622 44.1 16,280,121 55.9

第2号 14,938,114 4,818,746 4,818 2,409.0 25,596,675 23,187,675 18,188,348 78.4 4,999,327 21.6

第3号 17,798,587 9,569,132 9,569 4,784.5 25,274,971 20,490,471 10,632,486 51.9 9,857,985 48.1

合計 54,984,983 26,349,319 26,348 13,174 85,974,889 72,800,889 0 0.0 41,663,456 57.2 0 0.0 31,137,433 42.8

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※

)の
損益状況

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）

基準期間の前年度の
損益状況

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

基準期間の前々年度の
損益状況

基準期間の前々年度の
実車走行キロ（ハ”）

補助ブ
ロック名

申請
番号

特例
措置

運行
系統名

計画運行
日数

計画
平均
乗車
密度

計画輸送
量

系統キロ程
地域公共交通再編事業を実施

する区域におけるキロ程

系統キロ程と
地域公共交
通再編事業

を実施する区
域におけるキ
ロ程との比率

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
都道府県外乗入

部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

他路線との競
合率

補助ブロック外乗入
部分、同一補助ブ

ロック都道府県外乗
入部分及び他路線と
の競合部分以外のキ

ロ程の比率
起点

主な
経由地

終点

（ ）

①＝カッ
コ内

京阪神

第１号 梅谷高の原 高の原駅
山田川
駅・木津

駅
梅谷 365 日 回 2.8 26.0 人

第２号 鹿背山高の原 高の原駅
山田川
駅・木津

駅
鹿背山 365 日 回 2.1 19.5 人

第３号 木津川台高の原 高の原駅
木津駅・
山田川駅

木津川台住宅 365 日 回 3.1 28.8 人

合計 3系統

補助ブ
ロック名

申請
番号

特例
措置

補助ブロック外
乗入部分及び同
一補助ブロック

都道府県外乗入
部分以外のキロ

程の比率

計画実車走行
キロ

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象系統の
経常収益の見込

額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

補助対象経費
の限度額

タ又はレのうちい
ずれか少ないほう

の額

京阪神

補助ブ
ロック名

申請
番号

特例
措置

ソのうち補助ブロック外
乗入部分、同一補助
ブロック都道府県外乗
入部分及び他路線と
の競合部分以外に係

るもの

ソのうち補助ブロック
外乗入部分及び同一
補助ブロック都道府県
外乗入部分以外に係

るもの

計画平均
乗車密度

が5人
未満の路線

補助対象経
費

計画額
経常費用から

経常収益を控除
した額

損失額から国庫補
助額を控除した額

「その他の者」の具体
的概要

京阪神



(1) 記載要領

 1.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス等並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 2.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況（千円未満の端数は切り捨て）を損益状況欄に記載すること。
 3.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求
めること。
 4.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」の欄、「基準期間の前年度の損益状況」の欄、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 5.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６の名称を記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.申請番号は、事業者ごと、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 8.「特例措置」の欄は、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

 9.「計画運行回数」の欄には、補助対象期間中の全暦日数における総計画運行回数を記載する。また、カッコ内には１日当り計画運行回数又は平日１日当り計画運行回数のいずれかを記載する。

10.「系統キロ程」の欄、「地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程」の欄、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」の欄、「都道府県外乗入部分のキロ程」の欄及び「他路線との競合部分に係るキロ程」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載する
こと。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における都道府県外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる都道府県外乗入部分は（リ）に記載すること。

12.「他路線との競合部分に係るキロ程」とは、他の運行系統との競合区間の合計が50％以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が１日当たり150人を超える部分のキロ程のことをいい、当該補助ブロック内区間（系統キロ程（チ）－補助ブロック外乗入部分のキロ程（リ）－同一補助ブロック都道府県外乗入部分
のキロ程（ヌ））に係るキロ程を記載すること。

13.「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ程の比率」の欄、「ソのうち補助ブロック外乗入部分及び同一補助ブロック都道府県外乗入部分以外に係るもの」の欄は、「特例措置」の欄に「１」又は「２」を記載した系統のみ記載すること。

14.「系統キロ程と地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程との比率」の欄、「他路線との競合率」の欄、「補助ブロック外乗入部分、都道府県外乗入部分及び他路線との競合部分以外のキロ程の比率」の欄、「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ程の比率」の欄については、％以下第３位
（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

15.「計画実車走行キロ」の欄、「補助対象系統のキロ当たり経常収益」の「実車走行キロ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

16.「計画平均乗車密度が５人未満の路線」の欄は、計画平均乗車密度が５人未満の路線についてのみ記載すること。なお、みなし運行回数とは当該運行系統の計画輸送量を５人で除した数値（端数切り捨て）をいう。

17.「補助対象経費」の欄は、（ネ）（計画平均乗車密度が５人未満の路線）に記載がある場合は（ネ）の金額を記載し、記載がない場合は（ツ）の金額を記載する。また、「特例措置」の欄に「１」を記載した系統については、左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額に、（ツ’）の金額から左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額を
控除して得た金額に（ク）の比率を乗じて得た金額を加えた金額を記載する。さらに、「特例措置」の欄に「２」を記載した系統については、（ツ’）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

18.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」の欄の（ノ）は、基準期間、基準期間の前年度と基準期間の前々年度の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績を平均して算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、補助対象経常費用の見込額の１１／２０に相当する額と都道府県協議会等が算出す
る経常収益の見込額のうち、いずれか高い額を記載すること。
　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の実績を平均して算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を記載すること。

19.「計画額」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

20.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

21.補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるものとする。
　　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係
る事業報告書及び関連書類。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

 2.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る様式第１－５の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象路線に係るものに限る）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る様式第１－５。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

3．地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合は、地域公共交通再編実施計画の写し及び認定通知書の写し並びに再編特例を受けようとする系統の再編の概要



様式第１－５（日本工業規格Ａ列４番）

経 常 費 用 市町村に

適 用 運賃改定後 適用 平均乗車密度 よる回数

日 数 の平均賃率 日数 （B） 券購入等

（F） (C）×（F） の有無

(円） （G）

木津川市
第 １ 号

梅谷高の原 高の原駅 山田川駅・木津駅 梅谷 14.3 9.3 69,407 3.9 270,687.3 12,170,021 97,411.6 755,914 1,207,903 14,133,838 51,030,040 44.30 2.8 26.0 有 ・ 無 調査日：令和元年10月1日～令和2年9月30日

木津川市
第 ２ 号

鹿背山高の原 高の原駅 山田川駅・木津駅 鹿背山 9.7 9.3 40,817 3.4 138,777.8 7,063,342 66,076.4 512,752 819,347 8,395,441 34,614,782 50.76 2.1 19.5 有 ・ 無 調査日：令和元年10月1日～令和2年9月30日

木津川市
第 ３ 号

木津川台高の原 高の原駅 木津駅・山田川駅 木津川台住宅 11.6 9.3 69,848 3.5 244,468.0 12,251,229 78,338.0 670,902 971,391 13,893,522 41,038,144 49.81 3.1 28.8 有 ・ 無 調査日：令和元年10月1日～令和2年9月30日

［記載要領］

２．　申請番号は、生活交通確保維持計画認定申請書の申請番号と同一のものとすること。

３．　起点及び終点は停留所名をもって記載し、主な経由地は他の運行系統と区別できる停留所名をもって記載し、キロ程は小数点以下第１位まで記載すること。

４．　運行回数は、補助対象期間の前々年度（基準期間）における１日の平均を小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。なお１往復を運行回数１回とし、循環系統の場合は、１循環で運行回数１回とする。

５．　１人平均乗車キロは、運行系統ごとに実態調査に基づいて記載すること。

６．　輸送人キロは、輸送人員×１人平均乗車キロにより算出すること。

７．　運送収入は、当該運行系統の補助対象期間の前々年度（基準期間）の運送収入について、原則して年１回以上実態調査を実施し、その結果により算出すること。また、実態調査日についても記載すること。

８．　実車走行キロは、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

９．　１系統当り経常費用は、補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用に当該系統の実車走行キロを乗じたものとする。

11．平均乗車密度は（Ｂ）÷（Ｃ）÷（Ｆ）と連算し、その値について、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出すること。

12．備考欄には、補助対象期間の前々年度（基準期間）中に運行回数の変更があった場合、ストライキ、積雪等の理由によりバスが運行されなかった期間があった場合又は運賃改定があった場合等特記すべき事項について、変更年月日又は期間及びその内容を記載すること。

13．各運行系統のキロ程、輸送人員、輸送人キロ、運送収入、実車走行キロ、運送雑収及び営業外収益の合計欄については必ず記載すること。

14．市町村による回数券購入等の有無は、運送収入に含まれるものの有無について記載すること。

運 行 系 統 別 輸 送 実 績 及 び 平 均 乗 車 密 度 算 定 表 （ 令 和 2 年 度 ）

運 行 系 統 年 間 輸 送 実 績 経 常 収 益 平 均 乗 車 密 度 算 定

運賃改定前

の平均賃率

総適用日数

（48.74円×（1-10/110）×365日）
365日

（55.84円×（1-10/110）×365日）
365日

（54.80円×（1-8/108）×365日）
365日

実態調査日：下記のとおり

輸 送 量

備 考申 請
番 号

運 行
系 統 名

起 点 主 な 経 由 地 終 点
キ ロ 程
（ km ）

運行回
数（A）
（ 回 ）

輸送人員
（ 人 ）

1 人 平 均
乗車キロ
（ km ）

輸送人キロ
（ 人 ｷ ﾛ ）

運送収入（B）
（ 円 ）

実車走行キロ
（ C ） （ km ）

運送雑収（D）
（ 円 ）

営 業 外 収 益
（ E ） （ 円 ）

計
（ B ） ＋ （ D ） ＋

（ E ）

1系統当り経常
費用（円）

× ＋ × 平均賃率

（A）×（G）

合 計 180,072 653,933 31,484,592 241,826.0 1,939,568.0 2,998,641.0 36,422,801 126,682,966 有 ・ 無

１．　この種類は、補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度の実績について、補助対象期間の末日現在における状況に応じて、運行系統ごとに作成すること（補助対象系統のみ記載すること）。
（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通確保維持計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る様式第1-5の添付を省略することができる。なお、様式第1-8に基づく申請については当該年度の実績について、補助対象期間の末日現在における状態に応じて、運行系統ごとに作成すること（補助対象系統のみ記載すること）。

10．平均賃率は、停留所相互間総運賃額÷停留所相互間総キロにより銭単位まで算出すること（銭未満切捨て）。ただし、補助対象期間中の前々年度（基準期間）に運賃改定があった場合の当該運行系統の平均賃率は、表中の計算式により算出すること。なお、この場合において、スト及び積雪等の理由によりバスが運行されなかった日は適用日数から除くものとする。



表６ 車両の取得計画の概要（令和４年度）

都道府県
（市町村）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車 両 減 価 償 却 費 等 に 要 す る 国 庫 補 助 額 （ 千 円 ）

奈良交通株式会社 １台 765 

木津川市



表６ 車両の取得計画の概要（令和５年度）

都道府県
（市町村）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車 両 減 価 償 却 費 等 に 要 す る 国 庫 補 助 額 （ 千 円 ）

奈良交通株式会社 １台 765

木津川市



表６ 車両の取得計画の概要（令和６年度）

都道府県
（市町村）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車 両 減 価 償 却 費 等 に 要 す る 国 庫 補 助 額 （ 千 円 ）

木津川市



○補助対象経費算定根拠（平成30年10月導入・きのつバスポンチョ）
項目 購入先 単価 値引き額 購入額 補助対象経費 対象外 合計

車両価格 附属品価格 計
車両本体 奈良日野自動車㈱ 16,953,000 5,791,900 11,161,100 11,161,100 11,161,100 11,161,100
ESスタート取付 奈良日野自動車㈱（オプション） 72,500 72,500 0 72,500 72,500
タイヤ銘柄 奈良日野自動車㈱（オプション） 26,100 26,100 0 26,100 26,100
デジタルタコグラフ取付 奈良日野自動車㈱（オプション） 37,700 37,700 0 37,700 37,700
フィラーキャップ 奈良日野自動車㈱（オプション） 5,100 5,100 0 5,100 5,100
スロープ板 奈良日野自動車㈱（オプション） 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400
扉窓ガラス 奈良日野自動車㈱（オプション） 200,000 200,000 0 200,000 200,000
中扉部室内間接確認装置 奈良日野自動車㈱（オプション） 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700
注油口蓋 奈良日野自動車㈱（オプション） 8,700 8,700 0 8,700 8,700
行先表示器取付 奈良日野自動車㈱（オプション） 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800
床関係 奈良日野自動車㈱（オプション） 10,400 10,400 0 10,400 10,400
各灯具関係（霧灯） 奈良日野自動車㈱（オプション） 4,600 4,600 0 4,600 4,600
各灯具関係（車外照射灯） 奈良日野自動車㈱（オプション） 1,800 1,800 0 1,800 1,800
各灯具関係（路肩灯） 奈良日野自動車㈱（オプション） 16,000 16,000 0 16,000 16,000
各灯具関係（室内蛍光灯） 奈良日野自動車㈱（オプション） 22,500 22,500 0 22,500 22,500
各灯具関係（中・後ステップ照射灯） 奈良日野自動車㈱（オプション） 27,500 27,500 0 27,500 27,500
各灯具関係（ひまわりランプ） 奈良日野自動車㈱（オプション） 1,800 1,800 0 1,800 1,800
各灯具関係（補助制動灯） 奈良日野自動車㈱（オプション） 10,800 10,800 0 10,800 10,800
各灯具関係（昼夜切替SW） 奈良日野自動車㈱（オプション） 2,700 2,700 0 2,700 2,700
音声合成装置取付 奈良日野自動車㈱（オプション） 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900
バックテレビ取付 奈良日野自動車㈱（オプション） 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100
乗車降車合図装置 奈良日野自動車㈱（オプション） 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
車両運行管理システム 奈良日野自動車㈱（オプション） 65,300 65,300 0 65,300 65,300
ドライブレコーダー取付 奈良日野自動車㈱（オプション） 335,000 335,000 0 335,000 335,000
握棒、後出入口仕切構造 奈良日野自動車㈱（オプション） 32,000 32,000 0 32,000 32,000
暖房装置交換 奈良日野自動車㈱（オプション） 33,400 33,400 0 33,400 33,400
冷気グリル 奈良日野自動車㈱（オプション） 10,200 10,200 0 10,200 10,200
各種ミラー関係 奈良日野自動車㈱（オプション） 14,900 14,900 0 14,900 14,900
各種銘板（出入口表示） 奈良日野自動車㈱（オプション） 15,300 15,300 0 15,300 15,300
各種銘板（ドライブレコーダー搭載表示） 奈良日野自動車㈱（オプション） 4,600 4,600 0 4,600 4,600
各種銘板（カメラ作動中表示） 奈良日野自動車㈱（オプション） 2,500 2,500 0 2,500 2,500
各種銘板（扉開閉予告表示） 奈良日野自動車㈱（オプション） 13,800 13,800 0 13,800 13,800
各種銘板（自動扉注意表示） 奈良日野自動車㈱（オプション） 19,800 19,800 0 19,800 19,800
各種銘板（安全対策表示） 奈良日野自動車㈱（オプション） 11,000 11,000 0 11,000 11,000
各種銘板（乗務員注意表示） 奈良日野自動車㈱（オプション） 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700
各種銘板（アイドルストップ） 奈良日野自動車㈱（オプション） 4,900 4,900 0 4,900 4,900
各種銘板（名札差し） 奈良日野自動車㈱（オプション） 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700
各種銘板（事業者名札） 奈良日野自動車㈱（オプション） 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100
旗立 奈良日野自動車㈱（オプション） 11,100 11,100 0 11,100 11,100
運賃箱取付 奈良日野自動車㈱（オプション） 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000
整理券器 奈良日野自動車㈱（オプション） 89,900 89,900 89,900 89,900 89,900
運賃表示器取付 奈良日野自動車㈱（オプション） 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900
ICカードリーダー取付 奈良日野自動車㈱（オプション） 164,600 164,600 0 164,600 164,600
路線図枠 奈良日野自動車㈱（オプション） 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800
広告枠 奈良日野自動車㈱（オプション） 67,800 67,800 0 67,800 67,800
消毒証入れ 奈良日野自動車㈱（オプション） 4,100 4,100 0 4,100 4,100
ダイヤ表差し 奈良日野自動車㈱（オプション） 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700
サンバイザー 奈良日野自動車㈱（オプション） 18,900 18,900 0 18,900 18,900
赤旗・車輪止め 奈良日野自動車㈱（オプション） 6,900 6,900 0 6,900 6,900
格納箱 奈良日野自動車㈱（オプション） 63,900 63,900 0 63,900 63,900
デザイン（奈良交通指定） 奈良日野自動車㈱（オプション） 376,200 376,200 376,200 376,200 376,200
シートカバー 奈良日野自動車㈱（オプション） 8,000 8,000 0 8,000 8,000
運転席用２点式シートベルト 奈良日野自動車㈱（オプション） 197,300 197,300 0 197,300 197,300
車外照射灯 奈良日野自動車㈱（オプション） 415,000 415,000 0 415,000 415,000
放送装置 奈交自動車整備㈱ 364,975 140,975 224,000 224,000 224,000 224,000
バスロケ 奈交自動車整備㈱ 34,000 34,000 0 34,000 34,000
整理券発行機操作盤 奈交自動車整備㈱ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
運賃箱 奈交自動車整備㈱ 494,000 494,000 494,000 494,000 494,000
運賃表示器 奈交自動車整備㈱ 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000
整理券発行機 奈交自動車整備㈱ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
後方テレビ装置 奈交自動車整備㈱ 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000
デジタルタコグラフ 奈交自動車整備㈱ 84,000 84,000 0 84,000 84,000
ドライブレコーダー 奈交自動車整備㈱ 264,500 264,500 0 264,500 264,500
電子方向幕 ｸﾗﾘｵﾝｾｰﾙｽｱﾝﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000
シートモケット 日本シール㈱ 85,600 1,200 84,400 0 84,400 84,400

22,551,975 5,934,075 16,617,900 12,031,500 2,151,000 14,182,500 2,435,400 16,617,900



表７　車両の取得を行う事業者（車両減価償却費等国庫補助金）

１．車両取得の概要

初年度（令和 4 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）

ル×ワ÷12 ル×ワ÷12

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

1 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 #### ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 #DIV/0! ％ 円 ％ 円 ％ 円 #### ％

事業者名 奈良交通株式会社

実費購入予定費（円）＊消費税を除く

ｲ ﾛ ﾊ ｲ＋ﾛ＋ﾊ＝ﾆ ﾆ-1円=ﾎ ﾍ ﾁ ﾄ＋ﾁ＝ﾇ ﾙ ｦ ﾜ ｶ×1/2=ﾖ ﾍ-ｶ=ﾀ

ﾍの額以内 ﾚ ｿ ﾂ ﾂ×1/2=ﾈ

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

ｶ＋ﾂ ﾖ＋ﾈ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

0

合計 0 0

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金

申請番号
車両の種別 乗車定員（人） 車両の長さ(m)

購入等予定
年月

購入等の種別
（現金、割賦、リース）

.

定率法

申請番号

実費購入予定費合
計額から備忘価格を

控除した額（円）

ﾎと限度額のうち少
ない方の額（円）

普通償却限度額
（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）

事業者償却額
（円）

ﾇとﾙのうち少な
い方の額（円）

償却期間
（月）

補助対象経費 計画額
（千円）

＊残存価格
（円）

事業者償却
費

事業者残存価
格

車両価格 附属品価格 改造費 合計
（定率法）

ﾍ×(0.5or0.4)＝ﾄ
（定額法）ﾍ×0.2＝ﾄ

ｦ×ﾜ÷１２（月）=ｶ

0 0 0 0 0 0 円 0.0 0 0 0

0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 千円 0 0 0 0

申請番号

金融費用補助対
象額（円） 償還期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（月）

借入利率（％）
年利　　

ﾚと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費
国庫補助金内定
申請額（千円）

円

円

計 千円

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブロッ
ク名

申請
番号 「その他の者」の

具体的概要

0 0 京阪神



２年目以降（令和 4 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】

○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

1 円 0.00 ％ 円 ％ 円 ％ 円 50.1 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 0.00 ％ 円 ％ 円 ％ 円 #### ％

当該年度 初年度

初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ ｵ ｸ ﾔ ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ ｱ×1/2=ｻ

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

765,910

合計 0 765,910

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金

申請番号

京阪神 1
梅谷高の原線

鹿背山高の原線
木津川台高の原線

木津川市第1号
木津川市第2号
木津川市第3号

第1号
第2号
第3号

定率法

申請番号

補助対象限度額
（円）

残存価額（円）
普通償却限度額

（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）
事業者償却額

（円）
ﾉとｵのうち少な
い方の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費 国庫補助金

内定申請額（千円）
＊残存価格

（円）
前年度ﾌ（2年目のみ

ﾀ）の額＝ﾗ

（定率法）
ﾗ×(0.5or0.4)＝ﾑ

（定額法）ﾅ×0.2＝ﾑ

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ

1 14,182,499 3,063,420 1,531,710 0 1,531,710 1,531,710 1,531,710 12 1,531,710 円 765.8 1,531,710

円 0

円 0

計 14,182,499 3,063,420 1,531,710 0 1,531,710 1,531,710 1,531,710 1,531 千円 765 1,531,710

申請番号
金融費用補助対

象額（円）
償還期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利　　

ｴと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費 計画額（千円）

（自） （至）

円

円

計 千円

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブロッ
ク名

申請
番号 「その他の者」の

具体的概要

1,531 765 京阪神



(1) 記載要領

 　(2) 添付書類

 　1.申請の概要は、補助申請車両１両ごとに申請番号をかえて記載すること。また、２年目以降も当該車両について補助申請を行う場合は、初年度以降の申請の概要を転記又は添付の上申請すること。
 　2.「確保維持費国庫補助金申請番号」の欄には、補助申請車両の配車予定の運行系統に係る確保維持費補助金の申請番号を記載すること。
 　3.「車両の種別」の欄は、ノンステップ型スロープもしくはリフト付き車両（標準仕様又はそれ以外の車両）、ワンステップ型スロープもしくはリフト付き車両、小型車両、都市間連絡用車両の別がわかるように記載すること。
 　4.「乗車定員」の欄には、座席数（運転席を含む）に立席数を加えた数を記載すること。なお、立席は座席を除いた面積を１人当りの専有面積0.14平方メートルで除した数とする（道路運送車両の保安基準第24条、第53条）。
　 5.「車両の長さ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切捨て）まで記載すること。
   6.【車両購入金融費用】の「補助対象経費」の借入利率は、実借入利率で算出した額を計上すること。（補助上限：年2.5%）
   7.【車両購入金融費用】は、売買契約書等によるほか、償還期間に係る償還表を提出すること。なお、初年度については見積書等の提出で足りることとする。
　 8.「計画額」の欄は、車両ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。
   9. 実費購入予定費については、見積書等によるほか、車両価格、附属品価格、改造費それぞれ区分した証拠書類を提出すること。なお、２年目以降の車両については、売買契約書等により確認することとする。
  10. リース車両についても当該記載要領を準用するが、リース総額の見積書・契約書によるほか、車両等価格及び金融費用相当額がわかるものを提出すること。
　11.【普通償却限度額】のト欄は、平成２４年４月１日以降に取得された減価償却資産で、定率法により償却される事業者については、０．４（定率法）の償却率を適用すること。
　12.普通償却限度額（ム欄）は、補助対象限度額（ナ欄）に保証率を乗じた償却額との比較により下回る場合、残存価格（ラ欄）に改定償却率を乗じた償却額を普通償却限度額（ム欄）とする。

なお、改定償却率を乗じた償却額を普通償却限度額とした場合、次年度において償却を行う必要がある場合は、普通償却限度額（ム欄）は計算式によらずに前年度と同額とする。
※平成２４年４月１日以後に取得した車両：保証率0.10800　改定償却率：0.500

　　1.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第１節及び第２節に係 る経常費用を除く。）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類
　　2.補助対象購入車両減価償却費及び当該購入に係る金融費用の根拠となる書類（（1）7,9,10関連）
　　3.標準仕様ノンステップバスを購入する場合には、認定書の写し
　　4.低床型車両のノンステップ型で、標準仕様以外の車両について補助を受けようとする場合には、その理由を記載した書類
　　5.移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令第４３条に基づく適用除外車両の認定を受ける予定の車両にあっては、その旨を記載した自認書類（２年目以降の車両にあっては、認定書の写し。）
　　6.補助対象事業者ごとの、車両購入後の乗合バス事業用車両の状況見込（車両数、平均車令）
　　7.過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。



表７　車両の取得を行う事業者（車両減価償却費等国庫補助金）

１．車両取得の概要

初年度（令和 5 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

円 #DIV/0! ％ 円 ％ 円 ％ 円 #### ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 #DIV/0! ％ 円 ％ 円 ％ 円 #### ％

事業者名 奈良交通株式会社

実費購入予定費（円）＊消費税を除く

ｲ ﾛ ﾊ ｲ＋ﾛ＋ﾊ＝ﾆ ﾆ-1円=ﾎ ﾍ ﾁ ﾄ＋ﾁ＝ﾇ ﾙ ｦ ﾜ ｶ×1/2=ﾖ ﾍ-ｶ=ﾀ

ﾍの額以内 ﾚ ｿ ﾂ ﾂ×1/2=ﾈ

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

ｶ＋ﾂ ﾖ＋ﾈ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

0 0

合計 0 0

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金

申請番号
車両の種別 乗車定員（人） 車両の長さ(m)

購入等予定
年月

購入等の種別
（現金、割賦、リース）

.

.

定率法

申請番号

実費購入予定費合
計額から備忘価格を

控除した額（円）

ﾎと限度額のうち少
ない方の額（円）

普通償却限度額
（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）

事業者償却額
（円）

ﾇとﾙのうち少な
い方の額（円）

償却期間
（月）

補助対象経費 計画額
（千円）

＊残存価格
（円）車両価格 附属品価格 改造費 合計

（定率法）
ﾍ×(0.5or0.4)＝ﾄ

（定額法）ﾍ×0.2＝ﾄ
ｦ×ﾜ÷１２（月）=ｶ

1 0 0 0 0 0 0 円 0.0 0

0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 千円 0 0

申請番号

金融費用補助対
象額（円） 償還期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（月）

借入利率（％）
年利　　

ﾚと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費
国庫補助金内定
申請額（千円）

円

円

計 千円

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブロッ
ク名

申請
番号 「その他の者」の

具体的概要

0 0 京阪神



２年目以降（令和 5 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】

○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

円 0.00 ％ 円 ％ 円 ％ 円 50.1 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 0.00 ％ 円 ％ 円 ％ 円 50.1 ％

当該年度 初年度

初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ ｵ ｸ ﾔ ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ ｱ×1/2=ｻ

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

765,910

合計 0 765,910

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金

申請番号

京阪神 1
梅谷高の原線

鹿背山高の原線
木津川台高の原線

木津川市第1号
木津川市第2号
木津川市第3号

第1号
第2号
第3号

定率法

申請番号

補助対象限度額
（円）

残存価額（円）
普通償却限度額

（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）
事業者償却額

（円）
ﾉとｵのうち少な
い方の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費 国庫補助金

内定申請額（千円）
＊残存価格

（円）
前年度ﾌ（2年目のみ

ﾀ）の額＝ﾗ

（定率法）
ﾗ×(0.5or0.4)＝ﾑ

（定額法）ﾅ×0.2＝ﾑ

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ

1 14,182,499 1,531,710 1,531,710 0 1,531,710 1,531,710 1,531,710 12 1,531,710 円 765.8 0

円 0

円 0

計 14,182,499 1,531,710 1,531,710 0 1,531,710 1,531,710 1,531,710 1,531 千円 765 0

申請番号
金融費用補助対

象額（円）
償還期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利　　

ｴと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費 計画額（千円）

（自） （至）

円

円

計 千円

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブロッ
ク名

申請
番号 「その他の者」の

具体的概要

1,531 765 京阪神



(1) 記載要領

 　(2) 添付書類

 　1.申請の概要は、補助申請車両１両ごとに申請番号をかえて記載すること。また、２年目以降も当該車両について補助申請を行う場合は、初年度以降の申請の概要を転記又は添付の上申請すること。
 　2.「確保維持費国庫補助金申請番号」の欄には、補助申請車両の配車予定の運行系統に係る確保維持費補助金の申請番号を記載すること。
 　3.「車両の種別」の欄は、ノンステップ型スロープもしくはリフト付き車両（標準仕様又はそれ以外の車両）、ワンステップ型スロープもしくはリフト付き車両、小型車両、都市間連絡用車両の別がわかるように記載すること。
 　4.「乗車定員」の欄には、座席数（運転席を含む）に立席数を加えた数を記載すること。なお、立席は座席を除いた面積を１人当りの専有面積0.14平方メートルで除した数とする（道路運送車両の保安基準第24条、第53条）。
　 5.「車両の長さ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切捨て）まで記載すること。
   6.【車両購入金融費用】の「補助対象経費」の借入利率は、実借入利率で算出した額を計上すること。（補助上限：年2.5%）
   7.【車両購入金融費用】は、売買契約書等によるほか、償還期間に係る償還表を提出すること。なお、初年度については見積書等の提出で足りることとする。
　 8.「計画額」の欄は、車両ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。
   9. 実費購入予定費については、見積書等によるほか、車両価格、附属品価格、改造費それぞれ区分した証拠書類を提出すること。なお、２年目以降の車両については、売買契約書等により確認することとする。
  10. リース車両についても当該記載要領を準用するが、リース総額の見積書・契約書によるほか、車両等価格及び金融費用相当額がわかるものを提出すること。
　11.【普通償却限度額】のト欄は、平成２４年４月１日以降に取得された減価償却資産で、定率法により償却される事業者については、０．４（定率法）の償却率を適用すること。
　12.普通償却限度額（ム欄）は、補助対象限度額（ナ欄）に保証率を乗じた償却額との比較により下回る場合、残存価格（ラ欄）に改定償却率を乗じた償却額を普通償却限度額（ム欄）とする。

なお、改定償却率を乗じた償却額を普通償却限度額とした場合、次年度において償却を行う必要がある場合は、普通償却限度額（ム欄）は計算式によらずに前年度と同額とする。
※平成２４年４月１日以後に取得した車両：保証率0.10800　改定償却率：0.500

　　1.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第１節及び第２節に係 る経常費用を除く。）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類
　　2.補助対象購入車両減価償却費及び当該購入に係る金融費用の根拠となる書類（（1）7,9,10関連）
　　3.標準仕様ノンステップバスを購入する場合には、認定書の写し
　　4.低床型車両のノンステップ型で、標準仕様以外の車両について補助を受けようとする場合には、その理由を記載した書類
　　5.移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令第４３条に基づく適用除外車両の認定を受ける予定の車両にあっては、その旨を記載した自認書類（２年目以降の車両にあっては、認定書の写し。）
　　6.補助対象事業者ごとの、車両購入後の乗合バス事業用車両の状況見込（車両数、平均車令）
　　7.過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。



表７　車両の取得を行う事業者（車両減価償却費等国庫補助金）

１．車両取得の概要

初年度（令和 6 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

円 #DIV/0! ％ 円 ％ 円 ％ 円 #### ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 #DIV/0! ％ 円 ％ 円 ％ 円 #### ％

事業者名 奈良交通株式会社

実費購入予定費（円）＊消費税を除く

ｲ ﾛ ﾊ ｲ＋ﾛ＋ﾊ＝ﾆ ﾆ-1円=ﾎ ﾍ ﾁ ﾄ＋ﾁ＝ﾇ ﾙ ｦ ﾜ ｶ×1/2=ﾖ ﾍ-ｶ=ﾀ

ﾍの額以内 ﾚ ｿ ﾂ ﾂ×1/2=ﾈ

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

ｶ＋ﾂ ﾖ＋ﾈ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

0 0

合計 0 0

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金

申請番号
車両の種別 乗車定員（人） 車両の長さ(m)

購入等予定
年月

購入等の種別
（現金、割賦、リース）

.

定率法

申請番号

実費購入予定費合
計額から備忘価格を

控除した額（円）

ﾎと限度額のうち少
ない方の額（円）

普通償却限度額
（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）

事業者償却額
（円）

ﾇとﾙのうち少な
い方の額（円）

償却期間
（月）

補助対象経費 計画額
（千円）

＊残存価格
（円）車両価格 附属品価格 改造費 合計

（定率法）
ﾍ×(0.5or0.4)＝ﾄ

（定額法）ﾍ×0.2＝ﾄ
ｦ×ﾜ÷１２（月）=ｶ

0 0 0 0 0 0 円 0.0 0

0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 千円 0 0

申請番号

金融費用補助対
象額（円） 償還期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（月）

借入利率（％）
年利　　

ﾚと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費
国庫補助金内定
申請額（千円）

円

円

計 千円

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブロッ
ク名

申請
番号 「その他の者」の

具体的概要

0 0 京阪神



２年目以降（令和 6 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】

○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

円 #DIV/0! ％ 円 ％ 円 ％ 円 0.0 ％

当該年度 初年度

初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ ｵ ｸ ﾔ ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ ｱ×1/2=ｻ

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

合計 0 0

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金

申請番号

定率法

申請番号

補助対象限度額
（円）

残存価額（円）
普通償却限度額

（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）
事業者償却額

（円）
ﾉとｵのうち少な
い方の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費 国庫補助金

内定申請額（千円）
＊残存価格

（円）
前年度ﾌ（2年目のみ

ﾀ）の額＝ﾗ

（定率法）
ﾗ×(0.5or0.4)＝ﾑ

（定額法）ﾅ×0.2＝ﾑ

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ

1 円 0.0 0

円 0

円 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 千円 0 0

申請番号
金融費用補助対

象額（円）
償還期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利　　

ｴと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費 計画額（千円）

（自） （至）

円

円

計 千円

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助ブロッ
ク名

申請
番号 「その他の者」の

具体的概要

0 0 京阪神



(1) 記載要領

 　(2) 添付書類

 　1.申請の概要は、補助申請車両１両ごとに申請番号をかえて記載すること。また、２年目以降も当該車両について補助申請を行う場合は、初年度以降の申請の概要を転記又は添付の上申請すること。
 　2.「確保維持費国庫補助金申請番号」の欄には、補助申請車両の配車予定の運行系統に係る確保維持費補助金の申請番号を記載すること。
 　3.「車両の種別」の欄は、ノンステップ型スロープもしくはリフト付き車両（標準仕様又はそれ以外の車両）、ワンステップ型スロープもしくはリフト付き車両、小型車両、都市間連絡用車両の別がわかるように記載すること。
 　4.「乗車定員」の欄には、座席数（運転席を含む）に立席数を加えた数を記載すること。なお、立席は座席を除いた面積を１人当りの専有面積0.14平方メートルで除した数とする（道路運送車両の保安基準第24条、第53条）。
　 5.「車両の長さ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切捨て）まで記載すること。
   6.【車両購入金融費用】の「補助対象経費」の借入利率は、実借入利率で算出した額を計上すること。（補助上限：年2.5%）
   7.【車両購入金融費用】は、売買契約書等によるほか、償還期間に係る償還表を提出すること。なお、初年度については見積書等の提出で足りることとする。
　 8.「計画額」の欄は、車両ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。
   9. 実費購入予定費については、見積書等によるほか、車両価格、附属品価格、改造費それぞれ区分した証拠書類を提出すること。なお、２年目以降の車両については、売買契約書等により確認することとする。
  10. リース車両についても当該記載要領を準用するが、リース総額の見積書・契約書によるほか、車両等価格及び金融費用相当額がわかるものを提出すること。
　11.【普通償却限度額】のト欄は、平成２４年４月１日以降に取得された減価償却資産で、定率法により償却される事業者については、０．４（定率法）の償却率を適用すること。
　12.普通償却限度額（ム欄）は、補助対象限度額（ナ欄）に保証率を乗じた償却額との比較により下回る場合、残存価格（ラ欄）に改定償却率を乗じた償却額を普通償却限度額（ム欄）とする。

なお、改定償却率を乗じた償却額を普通償却限度額とした場合、次年度において償却を行う必要がある場合は、普通償却限度額（ム欄）は計算式によらずに前年度と同額とする。
※平成２４年４月１日以後に取得した車両：保証率0.10800　改定償却率：0.500

　　1.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第１節及び第２節に係 る経常費用を除く。）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類
　　2.補助対象購入車両減価償却費及び当該購入に係る金融費用の根拠となる書類（（1）7,9,10関連）
　　3.標準仕様ノンステップバスを購入する場合には、認定書の写し
　　4.低床型車両のノンステップ型で、標準仕様以外の車両について補助を受けようとする場合には、その理由を記載した書類
　　5.移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令第４３条に基づく適用除外車両の認定を受ける予定の車両にあっては、その旨を記載した自認書類（２年目以降の車両にあっては、認定書の写し。）
　　6.補助対象事業者ごとの、車両購入後の乗合バス事業用車両の状況見込（車両数、平均車令）
　　7.過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。
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川原田
（ＪＡ京都やましろ

木津支店前）

川原田
（ＪＡ京都やましろ
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

州見台八丁目

○ 既設停留所

梅谷～州見台八丁目～木津駅～山田川駅～高の原駅
鹿背山～木津駅～山田川駅～相楽台小学校～高の原駅
（往路）木津川台八丁目→山田川駅→木津駅→いずみホール→中央体育館→高の原駅
（復路）高の原駅→中央体育館→いずみホール→木津駅→山田川駅→木津川台住宅
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身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者手帳をお持ちの
方は半額（支払い時に手帳を提示してください。）

奈良交通お客様サービスセンター

案内所窓口でご購入の場合

※デポジットは、
　カード返却時に
　払い戻しします。

デポジット
（預り金）※
500円

券種 発売額 ご利用金額

普
　通

1,000円 1,170円

＋ ＝
2,000円 2,340円
3,000円 3,510円
5,000円 5,850円
1,000円 1,220円
2,000円 2,440円
3,000円

ご負担額
1,500円
2,500円
3,500円
5,500円
1,500円
2,500円
3,500円3,660円

ひ
ま
わ
り

梅
美
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西

（
タ
ツ
タ
テ
ク
ニ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
前
）

梅
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カ
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セ
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タ
ー
前
）

相楽台中央相楽台中央

木
津
中

木
津
中

※令和３年４月１日現在

川原田
（ＪＡ京都やましろ
　　　　木津支店前）

川原田
（ＪＡ京都やましろ
　　　　木津支店前）
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カ
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タ
ー
前
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8:49
8:50
8:50
8:51
8:51
8:53
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8:57
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8:58
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9:09
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9:13
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9:17
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9:22
9:23
9:24

8:41
8:43
8:45
8:46
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8:47
8:48
8:49
8:50
8:51
8:51
8:52
8:52
8:53
8:55
8:55
8:56
8:56
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9:00
9:00
9:03
9:06
9:11
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9:13
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8:52
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8:59
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9:03
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9:07
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9:32
9:34
9:34
9:35
9:36
9:38
9:42
9:43
9:45
9:46
9:47
9:48
9:49
9:50
9:50
9:51
9:52
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10:17
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10:19
10:22
10:24
10:27
10:29
10:30
10:31
10:32
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9:47
9:49
9:49
9:50
9:50
9:51
9:51
9:53
9:54
9:57
9:57
9:58
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10:06
10:08
10:09
10:10
10:11
10:12
10:13
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10:14
10:15
10:17
10:19
10:21
10:22
10:22
10:23
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7:48
7:48
7:49
7:49
7:50
7:53
7:55
7:56
7:57
7:58
7:58
7:59
8:00
8:01
8:02
8:03
8:06
8:07
8:10
8:11
8:11
8:14
8:15
8:17
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
8:23

8:44
8:44
8:45
8:45
8:46
8:49
8:51
8:52
8:53
8:54
8:54
8:55
8:56
8:57
8:58
8:59
9:02
9:03
9:06
9:07
9:07
9:10
9:11
9:13
9:13
9:14
9:15
9:16
9:17
9:19

9:44
9:44
9:45
9:45
9:46
9:49
9:51
9:52
9:53
9:54
9:54
9:55
9:56
9:57
9:58
9:59
10:02
10:03
10:06
10:07
10:07
10:10
10:11
10:13
10:13
10:14
10:15
10:16
10:17
10:19
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16:44
16:45
16:45
16:46
16:49
16:51
16:52
16:53
16:54
16:54
16:55
16:56
16:57
16:58
16:59
17:02
17:03
17:06
17:07
17:07
17:10
17:11
17:13
17:13
17:14
17:15
17:16
17:17
17:19

16:47
16:49
16:49
16:50
16:50
16:51
16:51
16:53
16:54
16:57
16:57
16:58
17:03
17:06
17:08
17:09
17:10
17:11
17:12
17:13
17:13
17:14
17:15
17:17
17:19
17:21
17:22
17:22
17:23
17:24

17:47
17:49
17:49
17:50
17:50
17:51
17:51
17:53
17:54
17:57
17:57
17:58
18:03
18:06
18:08
18:09
18:10
18:11
18:12
18:13
18:13
18:14
18:15
18:17
18:19
18:21
18:22
18:22
18:23
18:24

毎時：47分
毎時：49分
毎時：49分
毎時：50分
毎時：50分
毎時：51分
毎時：51分
毎時：53分
毎時：54分
毎時：57分
毎時：57分
毎時：58分
毎時：03分
毎時：06分
毎時：08分
毎時：09分
毎時：10分
毎時：11分
毎時：12分
毎時：13分
毎時：13分
毎時：14分
毎時：15分
毎時：17分
毎時：19分
毎時：21分
毎時：22分
毎時：22分
毎時：23分
毎時：24分

毎時：44分
毎時：44分
毎時：45分
毎時：45分
毎時：46分
毎時：49分
毎時：51分
毎時：52分
毎時：53分
毎時：54分
毎時：54分
毎時：55分
毎時：56分
毎時：57分
毎時：58分
毎時：59分
毎時：02分
毎時：03分
毎時：06分
毎時：07分
毎時：07分
毎時：10分
毎時：11分
毎時：13分
毎時：13分
毎時：14分
毎時：15分
毎時：16分
毎時：17分
毎時：19分

高の原駅
兜台一丁目
兜台一丁目西
兜台四丁目
兜台七丁目
相楽台西
相楽台中央
相楽台小学校
相楽台東
相楽
女性センター
相楽台北
山田川駅着
山田川駅発
木津北の庄
清水橋
木津中学校前
南後背
神田
中央図書館
木津本町
木津川市役所
木津
木津駅着
木津駅発
宮之堀
宮ノ裏西口
宮ノ裏
白口
鹿背山

梅美台西

梅美台西（タツタテクニカルセンター前）
川原田（ＪＡ京都やましろ木津支店前）

梅美台西
相楽台中央

川原田
（ＪＡ京都やましろ
　　　　木津支店前）

川原田
（ＪＡ京都やましろ
　　　　木津支店前）

相
楽
台
中
央

毎時：41分
毎時：43分
毎時：45分
毎時：46分
毎時：46分
毎時：47分
毎時：48分
毎時：49分
毎時：50分
毎時：51分
毎時：51分
毎時：52分
毎時：52分
毎時：53分
毎時：55分
毎時：55分
毎時：56分
毎時：56分
毎時：57分
毎時：00分
毎時：00分
毎時：03分
毎時：06分
毎時：11分
毎時：12分
毎時：13分
毎時：14分
毎時：14分
毎時：15分
毎時：16分
毎時：17分
毎時：18分
毎時：19分
毎時：22分
毎時：24分
毎時：27分
毎時：29分
毎時：30分
毎時：31分
毎時：32分
毎時：34分

毎時：32分
毎時：34分
毎時：34分
毎時：35分
毎時：36分
毎時：38分
毎時：42分
毎時：43分
毎時：45分
毎時：46分
毎時：47分
毎時：48分
毎時：49分
毎時：50分
毎時：50分
毎時：51分
毎時：52分
毎時：54分
毎時：59分
毎時：00分
毎時：01分
毎時：03分
毎時：04分
毎時：07分
毎時：08分
毎時：08分
毎時：09分
毎時：09分
毎時：10分
毎時：13分
毎時：13分
毎時：14分
毎時：14分
毎時：15分
毎時：16分
毎時：17分
毎時：18分
毎時：19分
毎時：19分
毎時：20分
毎時：22分
毎時：24分

相
楽
小

相
楽
小



川原田
（ＪＡ京都やましろ

木津支店）

川原田
（ＪＡ京都やましろ

木津支店）
相
楽
台
中
央

木津川台八丁目
木津川台七丁目
木津川台六丁目
木津川台二丁目
木津川台中央公園
木津川台一丁目
宮ノ前
山田川駅着
山田川駅発
木津北の庄
清水橋
木津中学校前
南後背
神田
中央図書館
木津本町
木津川市役所
木津
木津駅着
木津駅発
木津
木津川市役所
木津本町
三丁目
五丁目
いずみホール
五丁目南
中央体育館
相楽
女性センター
相楽台北
ハイタッチ・リサーチパーク
南陽高校
兜台四丁目
兜台一丁目西
兜台一丁目
高の原駅

高の原駅
兜台一丁目
兜台一丁目西
兜台四丁目
南陽高校
ハイタッチ・リサーチパーク
相楽台北
女性センター
相楽
中央体育館
五丁目南
いずみホール
五丁目
三丁目
木津本町
木津川市役所
木津
木津駅着
木津駅発
木津
木津川市役所
木津本町
中央図書館
神田
南後背
木津中学校前
清水橋
木津北の庄
山田川駅着
山田川駅発
宮ノ前
木津川台一丁目
木津川台中央公園
木津川台二丁目
木津川台六丁目
木津川台七丁目
木津川台八丁目
木津川台住宅

7:58
7:59
8:00
8:01
8:01
8:02
8:03
8:06
8:08
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:15
8:15
8:16
8:17
8:19
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29
8:30
8:33
8:36
8:36
8:37
8:38
8:40
8:41
8:42
8:43
8:45
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8:04
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8:05
8:06
8:08
8:09
8:10
8:10
8:13
8:16
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
8:22
8:23
8:28
8:29
8:30
8:31
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:39
8:43
8:45
8:46
8:46
8:47
8:47
8:48
8:49
8:52
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9:04
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9:06
9:08
9:09
9:10
9:10
9:13
9:16
9:17
9:18
9:19
9:20
9:21
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9:23
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9:29
9:30
9:31
9:31
9:32
9:33
9:34
9:35
9:36
9:39
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9:45
9:46
9:46
9:47
9:47
9:48
9:49
9:52

16:02
16:04
16:04
16:05
16:06
16:08
16:09
16:10
16:10
16:13
16:16
16:17
16:18
16:19
16:20
16:21
16:22
16:23
16:28
16:29
16:30
16:31
16:31
16:32
16:33
16:34
16:35
16:36
16:39
16:43
16:45
16:46
16:46
16:47
16:47
16:48
16:49
16:52

17:02
17:04
17:04
17:05
17:06
17:08
17:09
17:10
17:10
17:13
17:16
17:17
17:18
17:19
17:20
17:21
17:22
17:23
17:28
17:29
17:30
17:31
17:31
17:32
17:33
17:34
17:35
17:36
17:39
17:43
17:45
17:46
17:46
17:47
17:47
17:48
17:49
17:52
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9:16
9:17
9:17
9:18
9:19
9:22
9:24
9:26
9:27
9:28
9:29
9:30
9:31
9:31
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9:33
9:35
9:39
9:40
9:41
9:42
9:43
9:44
9:45
9:46
9:49
9:52
9:52
9:53
9:54
9:56
9:57
9:58
9:59
10:01
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令和３年 月 日

国土交通大臣 殿

京都府木津川市木津南垣外１１０番地９

木津川市地域公共交通総合連携協議会

会長 （木津川市長） 河井 規子

地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請書

地域内フィーダー系統確保維持計画を別紙のとおり定めたので、関係書類を添えて

申請します。

※本申請書に、別添の記載すべき事項を全て記した地域内フィーダー系統確保維持計画を添付

すること。



生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む）

令和３年 月 日

（名称）木津川市地域公共交通総合連携協議会

生活交通確保維持改善計画の名称

木津川市地域生活交通確保維持改善計画

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

木津川市は、京都府南部に位置する人口７万９千人の市で、木津地域では宅

地開発により人口が増加している一方、加茂地域及び山城地域では人口が減少

傾向となっており、地域により人口密度の格差が顕著に現れている。

木津川市地域公共交通総合連携協議会では、平成２１年度から木津川市地域

公共交通総合連携計画、平成２７年度に木津川市地域公共交通網形成計画を策

定、令和２年度には第二次木津川市地域公共交通網形成計画を策定し、計画に

基づき活力と魅力あるまちづくりを推進し、地域特性はもとより環境負荷の軽

減、地域活性化、交通弱者等が安心安全に移動できる生活環境に配慮した地域

公共交通サービスの充実を図ることを目的として実証運行を行った。

しかしながら、近年では、利用者数が毎年減少している状況である。

このような状況下において、高齢者の増加や移動手段を持たない交通弱者に

とって必要不可欠な公共交通を維持し、幹線交通である鉄道や路線バスと接続

するフィーダー路線を維持することにより広域的な移動手段を確保することを

目的とする。

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果

（１）事業の目標

①路線定期運行（当尾線、奥畑線、山城線）

コミュニティバスの定期運行維持の考え方を次のとおりとし、前々年度以上の利用者

数を目標とする。

【運行維持】

利用者数：１便あたり１．２５人以上の利用者数

路線運行：１便あたり１．２５人に満たない場合、コミュニティバス等の持続可能な

運行の為のガイドラインに基づき、実態に即した運行への見直しを行う。

【前々年度の利用者数】

当尾線：１２，１２５人

奥畑線： １，７０２人

山城線：１１，２７６人

②路線定期運行（通学線１、２、３）

コミュニティバスの運行を次のとおりとし、前々年度以上の利用者数を目標とする。

【運行目標】

利用者数：１便あたり１．２５人以上の利用者数

【前々年度の利用者数】

３，１６４人



③路線不定期運行（山田線、大畑線、南加茂台線、観音寺線、銭司線、西線）

路線維持の考え方を次のとおりとし、前々年度以上の利用者数を目標とす

る。

【路線維持】

利用者数：１日あたり１．５人以上の利用者数

路線運行：１日あたり１．５人の利用者数を超えていない場合、コミュニティバス等の

持続可能な運行のためのガイドラインに基づき、運行の見直し、検討を行う。

【前々年度の利用者数】

山田線 ：２８２人

大畑線 ： ６８人

観音寺線 ： ４人

南加茂台線： ３０人

銭司線 ：１７０人

西線 ：３９０人

（２）事業の効果

①かもバス（山田線、大畑線、南加茂台線、観音寺線、奥畑線、銭司線、西線）

移動手段を持たない方等、日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。また、

幹線とのネットワークが連携することで、効率的な運行体系が実現できる。さらに

は、高齢者の外出促進や地域活性化にもつながる。

②かもバス通学線（通学線１、通学線２、通学線３）

児童、生徒の通学手段が確保される。また、混乗による運行のため、一般の利用

者にとっては、地域間幹線と接続することで、広域的な移動手段が確保される。

③かもバス当尾線

地域間幹線とのネットワークが連携することで広域的な移動手段が確保され、市

内観光施設への来訪が期待できる。このことにより、市外からの来訪者数が向上す

ることで、地域の活性化につながる。また、高齢者等の交通弱者にとって必要不可

欠な移動手段が確保される。

④やましろバス山城線（山城線北行、山城線南行）

新たな公共交通手段が提供されることにより、公共交通空白地帯が解消され、高

齢者等の交通弱者の移動手段が確保される。また、主要幹線と接続することで広域

的な移動手段が確保され、生活環境が向上するとともに地域の活性化が促進され

る。

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体

（１）乗継利便性の向上

実施事業：鉄道との接続を考慮したダイヤ改正

実施主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者

（２）車両の利便性の向上

実施事業：バリアフリー車両の導入促進検討、

バス車両デザインの検討

実施主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者



（３）情報提供の充実

①実施事業：きづがわ公共交通だよりの発行

実施主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会

②実施事業：時刻表の作成、バス停留所デザインの検討、

交通結節点における情報提供の実施、

ホームページによる情報提供の充実

事業主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者

（４）利用機会の提供

実施事業：乗り物体験学習、スタンプラリーの充実、

おでかけマップの作成

事業主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者

実施事業：１日フリー乗車券の発行

事業主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会

実施事業：１日無料ｄａｙの実施

事業主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会

（５）市民意識の変革

実施事業：地域ワークショップ、座談会の開催、乗り方教室

事業主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者

（６）魅力の発信

実施事業：観光施設へのアクセスサイン充実、

急行バスと連携したＰＲ

実施主体：木津川市地域公共交通総合連携協議会、交通事業者

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び

運行予定者

別表１のとおり

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者

・木津川市

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称

・奈良交通株式会社（当尾線）

・株式会社ウイング（奥畑線、通学線、山城線）

・加茂タクシー株式会社（山田線、大畑線、南加茂台線、観音寺線、銭司線、西線）

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法

【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】

該当なし

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの運

行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要

【地域間幹線系統のみ】

該当なし

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に

準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧

【地域間幹線系統のみ】

該当なし



10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期

及びその他特記事項

【地域間幹線系統のみ】

該当なし

11．外客来訪促進計画との整合性

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】

該当なし

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

【地域内フィーダー系統のみ】

別表５のとおり

13．車両の取得に係る目的・必要性

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】

該当なし

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】

（１）事業の目標

該当なし

（２）事業の効果

該当なし

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者【車両

減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとす

る場合のみ】

該当なし

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収

支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した

利用促進策）

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

該当なし

17．協議会の開催状況と主な議論

・平成２０年５月２８日（第 １回） 協議会設立、事業内容について協議

・平成２１年３月１１日（第 ６回） 木津川市地域公共交通総合連携計画について承認

・平成２７年３月１２日（第２９回） 木津川市地域公共交通網形成計画について承認

・令和 ２年３月２４日（第５０回） 第２次木津川市地域公共交通網形成計画について

承認

・令和 ３年６月３０日（第５５回） 令和４年度生活交通確保維持改善計画について承認

18．利用者等の意見の反映状況

協議会規約に基づき、市民代表として利用者委員、公募委員、木津川市観光協会理事、加

茂民生児童委員協議会会長及び木津川市老人クラブ連合会会長から参画いただいており、

利用者等の意見を反映して本計画を策定している。

19．協議会メンバーの構成員

関係都道府県

京都府山城広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課

京都府山城広域振興局建設部山城南土木事務所技術次長

京都府木津警察署交通課長



【本計画に関する担当者・連絡先】

（住 所）京都府木津川市木津南垣外 110-9

（所 属）マチオモイ部学研企画課

（氏 名）楠見 卓也

（電 話）0774-75-1201

（e-mail）kikaku@city.kizugawa.lg.jp

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。

また、既存計画部分で生活交通確保維持改善計画の記載項目に合致する部分は、そこから

の転記や、該当部分を明確にした上での添付などにより活用いただいて差し支えありません。

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。

各記載項目について、地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画を作成し

ている場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節のとおり、等と

して引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、地域公共交通

網形成計画及び地域公共交通再編実施計画に定める目標、当該目標を達成するために行う

事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るようにして下さい。また、生活交通

確保維持改善計画全体として、協議会における協議が整った上で提出される必要がありま

す）。

外客来訪促進計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添

○○計画△節のとおり、等として引用したりすることも可能です。

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。

関係市区町村

木津川市長

木津川市副市長

木津川市建設部長

交通事業者・交通

施設管理者等

西日本旅客鉃道株式会社近畿統括本部大阪支社総務企画課課長

近畿日本鉄道株式会社新田辺駅長

奈良交通株式会社自動車事業本部乗合事業部統括部長

株式会社ウイング取締役

一般社団法人京都府タクシー協会専務理事

城南タクシー株式会社代表取締役

加茂タクシー株式会社営業次長

東洋タクシー株式会社代表取締役

奈良交通労働組合執行委員長

地方運輸局
近畿運輸局京都運輸支局主席運輸企画専門官

近畿地方整備局京都国道事務所計画課長

その他協議会が必

要と認める者

京都大学大学院工学研究科准教授

立命館大学衣笠総合研究機構博士

木津川市観光協会理事

加茂民生児童委員協議会会長

木津川市老人クラブ連合会会長

利用者委員

公募委員



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和４年度

起点
経由
地

終点 運行態様の別
基準ハで
該当する
要件

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

往　　4.2ｋｍ

復　　0.0ｋｍ

往　　7.4ｋｍ

復　　　0.0ｋｍ

往　　7.2ｋｍ

復　　0.0ｋｍ

往　　6.5ｋｍ

復　　6.5ｋｍ

往　　　8.6ｋｍ

復　　　8.6ｋｍ

往　　　3.9ｋｍ

復　　　3.9ｋｍ

往　　　3.6ｋｍ

復　　　3.6ｋｍ

往　　　5.8ｋｍ

復　　　5.8ｋｍ

往　　　4.0ｋｍ

復　　　4.0ｋｍ

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

運行系統
地域内フィーダー系統の基準適合

（別表７及び別表９）

往　　9.4ｋｍ

復　　9.4ｋｍ

往　　5.9ｋｍ

復　　5.9ｋｍ

往　　9.9ｋｍ

復　　0.0ｋｍ

往　　2.8ｋｍ

復　　0.0ｋｍ

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

系統
キロ程

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

奈良交通株式会社 (1) かもバス当尾線
加茂駅
東口

岩船寺
加茂
山の
家

365日 1165.5回 路線定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(2) かもバス奥畑線
加茂支
所

加茂駅
西口

奥畑 243日 972回 路線定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(3) かもバス通学線1 奥畑
加茂駅
西口

加茂
支所

203日 101.5回 路線定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(4) かもバス通学線2
恭仁宮
跡

仏生寺 奥畑 120日 60回 路線定期運行 ①
「恭仁宮跡」にて奈良
交通㈱が運行する和
束木津線と接続

③

(5) かもバス通学線3
加茂支
所

加茂駅
西口

銭司 202日 121.5回 路線定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(6) やましろバス山城線北行 木津駅 棚倉駅
渋川
西

243日 972回 路線定期運行 ②(2) JR「棚倉駅」「上狛駅」
「木津駅」と接続 ③

(7) やましろバス山城線南行 渋川西 棚倉駅
木津
駅

243日 972回 路線定期運行 ②(2) JR「棚倉駅」「上狛駅」
「木津駅」と接続 ③

(8) かもバス山田線
加茂支
所

加茂駅
東口

山田 81日 113回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(9) かもバス大畑線
加茂支
所

加茂駅
東口

大畑 61日 84回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(10) かもバス観音寺線
加茂支
所

加茂駅
東口

観音
寺

10日 12回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(11) かもバス南加茂台線
加茂支
所

加茂駅
東口

東山
公園

34日 43回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(12) かもバス銭司線
加茂支
所

加茂駅
西口

銭司 155日 313回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(13) かもバス西線
加茂支
所

加茂駅
西口

西 174日 315回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

木津川市

株式会社ウイング

加茂タクシー株式会社



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和５年度

起点
経由
地

終点 運行態様の別
基準ハで
該当する
要件

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

往　　4.2ｋｍ

復　　0.0ｋｍ

往　　7.4ｋｍ

復　　　0.0ｋｍ

往　　7.2ｋｍ

復　　0.0ｋｍ

往　　6.5ｋｍ

復　　6.5ｋｍ

往　　　8.6ｋｍ

復　　　8.6ｋｍ

往　　　3.9ｋｍ

復　　　3.9ｋｍ

往　　　3.6ｋｍ

復　　　3.6ｋｍ

往　　　5.8ｋｍ

復　　　5.8ｋｍ

往　　　4.0ｋｍ

復　　　4.0ｋｍ

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

運行系統
地域内フィーダー系統の基準適合

（別表７及び別表９）

往　　9.4ｋｍ

復　　9.4ｋｍ

往　　5.9ｋｍ

復　　5.9ｋｍ

往　　9.9ｋｍ

復　　0.0ｋｍ

往　　2.8ｋｍ

復　　0.0ｋｍ

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

系統
キロ程

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

奈良交通株式会社 (1) かもバス当尾線
加茂駅
東口

岩船寺
加茂
山の
家

365日 1165.5回 路線定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(2) かもバス奥畑線
加茂支
所

加茂駅
西口

奥畑 244日 976回 路線定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(3) かもバス通学線1 奥畑
加茂駅
西口

加茂
支所

205日 102.5回 路線定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(4) かもバス通学線2
恭仁宮
跡

仏生寺 奥畑 122日 61回 路線定期運行 ①
「恭仁宮跡」にて奈良
交通㈱が運行する和
束木津線と接続

③

(5) かもバス通学線3
加茂支
所

加茂駅
西口

銭司 205日 123回 路線定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(6) やましろバス山城線北行 木津駅 棚倉駅
渋川
西

244日 976回 路線定期運行 ②(2) JR「棚倉駅」「上狛駅」
「木津駅」と接続 ③

(7) やましろバス山城線南行 渋川西 棚倉駅
木津
駅

244日 976回 路線定期運行 ②(2) JR「棚倉駅」「上狛駅」
「木津駅」と接続 ③

(8) かもバス山田線
加茂支
所

加茂駅
東口

山田 81日 113回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(9) かもバス大畑線
加茂支
所

加茂駅
東口

大畑 61日 84回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(10) かもバス観音寺線
加茂支
所

加茂駅
東口

観音
寺

10日 12回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(11) かもバス南加茂台線
加茂支
所

加茂駅
東口

東山
公園

34日 43回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(12) かもバス銭司線
加茂支
所

加茂駅
西口

銭司 155日 314回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(13) かもバス西線
加茂支
所

加茂駅
西口

西 175日 316回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

木津川市

株式会社ウイング

加茂タクシー株式会社



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和６年度

起点
経由
地

終点 運行態様の別
基準ハで
該当する
要件

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

往　　4.2ｋｍ

復　　0.0ｋｍ

往　　7.4ｋｍ

復　　　0.0ｋｍ

往　　7.2ｋｍ

復　　0.0ｋｍ

往　　6.5ｋｍ

復　　6.5ｋｍ

往　　　8.6ｋｍ

復　　　8.6ｋｍ

往　　　3.9ｋｍ

復　　　3.9ｋｍ

往　　　3.6ｋｍ

復　　　3.6ｋｍ

往　　　5.8ｋｍ

復　　　5.8ｋｍ

往　　　4.0ｋｍ

復　　　4.0ｋｍ

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

運行系統
地域内フィーダー系統の基準適合

（別表７及び別表９）

往　　9.4ｋｍ

復　　9.4ｋｍ

往　　5.9ｋｍ

復　　5.9ｋｍ

往　　9.9ｋｍ

復　　0.0ｋｍ

往　　2.8ｋｍ

復　　0.0ｋｍ

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

系統
キロ程

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

奈良交通株式会社 (1) かもバス当尾線
加茂駅
東口

岩船寺
加茂
山の
家

366日 1171回 路線定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(2) かもバス奥畑線
加茂支
所

加茂駅
西口

奥畑 243日 972回 路線定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(3) かもバス通学線1 奥畑
加茂駅
西口

加茂
支所

202日 101回 路線定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(4) かもバス通学線2
恭仁宮
跡

仏生寺 奥畑 117日 58.5回 路線定期運行 ①
「恭仁宮跡」にて奈良
交通㈱が運行する和
束木津線と接続

③

(5) かもバス通学線3
加茂支
所

加茂駅
西口

銭司 202日 122回 路線定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(6) やましろバス山城線北行 木津駅 棚倉駅
渋川
西

243日 972回 路線定期運行 ②(2) JR「棚倉駅」「上狛駅」
「木津駅」と接続 ③

(7) やましろバス山城線南行 渋川西 棚倉駅
木津
駅

243日 972回 路線定期運行 ②(2) JR「棚倉駅」「上狛駅」
「木津駅」と接続 ③

(8) かもバス山田線
加茂支
所

加茂駅
東口

山田 81日 113回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(9) かもバス大畑線
加茂支
所

加茂駅
東口

大畑 61日 84回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(10) かもバス観音寺線
加茂支
所

加茂駅
東口

観音
寺

10日 12回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(11) かもバス南加茂台線
加茂支
所

加茂駅
東口

東山
公園

34日 43回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(12) かもバス銭司線
加茂支
所

加茂駅
西口

銭司 155日 314回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

(13) かもバス西線
加茂支
所

加茂駅
西口

西 174日 315回 路線不定期運行 ①
ＪＲ加茂駅にて奈良交通（株）が運行
する補助対象地域間幹線系統であ
る和束木津線と接続

③

木津川市

株式会社ウイング

加茂タクシー株式会社



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。
（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 木津川市

人　口

人口集中地区以外 35,192

交通不便地域等 1,267

人　口 対象地区 根拠法

793 木津川市山城町綺田 局長指定

474 木津川市山城町椿井 局長指定

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び
特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

木津川市地域公共交通網形成計画 平成２７年３月

第２次木津川市地域公共交通網形成計画 令和２年３月

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法
律（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村
名等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する
場合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。



３木学研第６６号

令和３年５月２０日

国土交通省近畿運輸局長 殿

木津川市長 河井 規子

交通不便地域指定申請書

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成２３年３月３０日国総計第９７

号・国鉄財第３６８号・国鉄業第１０２号・国自旅第２４０号・国海内第１４９号・国空環第１０３

号）別表７ハ②（２）に基づき、交通不便地域の指定を受けたいので、別紙のとおり

申請します。

【連絡先】

〒619-0286

京都府木津川市木津南垣内 110-9

マチオモイ部 学研企画課

担当：楠見 卓也

TEL:0774-75-1201 FAX:0774-75-2701

E-mail:kikaku@city.kizugawa.lg.jp



交通不便地域指定申請書（別表７ハ②（２）関係）

（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統確保維持関係）

【添付書類】

・地図（指定を受けようとする地域、導入予定のフィーダー系統及び接続する地域間

交通ネットワーク（地域間幹線バス系統、鉄道等）を記載してあるもの）

・その他参考資料

１．県・市区町村名

京都府木津川市

２．指定を受けようとする交通不便地域の概況

山城地区は、半径 1キロメートル以内にバスの停留所、鉄軌道駅、海港、空港のいずれ

も存在せず、公共交通機関の存在しない交通不便地域である。

さらに、同地区の高齢化率は約３３．７％であり、自家用自動車を運転できない高齢者

等の移動手段の確保が喫緊の課題となっている。

【年齢別内訳】

0歳～14 歳 １７６人

15 歳～64 歳 ６６４人

65 歳以上 ４２７人

３．指定を受けようとする交通不便地域の人口

１，２６７人（令和３年３月３１日時点） 出典：木津川市住民基本台帳

４．指定を受けようとする交通不便地域へ導入する予定のフィーダー系統の概要

山城地区の集落から、JR 上狛駅、棚倉駅に接続するコミュニティバスを導入

（運行開始日：平成２４年４月１日）

５．その他特記事項

別 紙





 

木津 

加茂支所 

恭仁宮跡西 

東区公民館 

くにのみや学習館 

恭仁宮跡北 

瓶原親水公園 

口畑西 
口畑口 

奥畑西 

木津駅 

上狛南 

茶問屋待 

上狛駅口 

上狛 

上狛小学校 

山城中学校 

椿井 

椿井大塚山古墳 

やすらぎ苑 

北河原 

南平尾 

平尾 

棚倉駅 

アスピアやましろ 

北平尾 

棚倉小学校 

蟹満寺口 

泉大橋 

天神川 

上ノ木 

渋川 

山城線 

神童子線 

神童子口 

神童子公民館 

西小 

加茂山の家 

浄瑠璃寺前 

東小 

岩船寺 

西畑 

西畑口 

大畑口 

勝風口 

 

辻 

下手口 

二本松 

南加茂台一丁目 

加茂草畑 

当尾線 

東山公園 

大谷公園 

南加茂台小学校口 

南加茂台保育園 

南加茂台線 

高去 

北下手 

南下手 

森 

勝風 

尻枝 

大畑 

大畑線 

観音寺 

常念寺 

 

尻枝口 

観音寺線 

加茂駅東口 

加茂駅西口 兎並 

 

山之上 

 

北 

 

小谷下 

 
加茂人権センター 

 
小谷上 

 
山田口 

 

山田 

 

山田線 

岡崎 

 
恭仁大橋 

 

中森 

 

恭仁大橋北詰 

 

河原 

 

恭仁宮跡 

 

西 東 

銭司 

井平尾 

銭司線 

平岡 

 

奥畑 

口畑 

海住山寺口 

仏生寺 

登大路 
西線 

加茂通学線 

奥畑線 

木津駅 

上狛駅 

棚倉駅 

加茂駅 

西木津駅 

山田川駅 

木津川台駅 

新祝園駅 祝園駅 

狛田駅 下狛駅 

近鉄宮津駅 

高の原駅 

平城山駅 

岡崎南口 

渋川西 





お客様サービスセンター

14

くにのみや学習館

加茂支所
（ＪＡ京都やましろ加茂支店）

タツタ電線㈱

ＪＡ京都やましろ木津支店

木津川市観光協会
JR加茂駅観光案内所

36

８ 9
39

詳しくはこちらから。

きのつバスの
位置がわかる！

11

9 9
38 23

10

57

58

19
34
58

36 29 19

（きのつバス）



渋川西

幼児
乳児
身体障がい者手帳、療育手帳または、
精神障がい者手帳をお持の方は半額
（支払い時に手帳を提示してください。）

（予約型）

（予約型）

（予約型）



浄瑠璃寺前からは、近鉄・JR奈良
駅方面の急行バスがあります。
詳しくは奈良交通お客様サービスセ
ンターへお問い合わせください。
奈良交通お客様サービスセンター 
☎0742-20-3100

【運行日】毎日運行
【運賃支払方法】運賃は後払い
　　　お降りの際に運賃を料金箱に入れてください。
【運賃】大人（中学生以上）:200円・300円・400円の区間制

小児（小学生）：大人の半額
幼児（1歳以上6歳未満）: 
・大人か小児が同伴の場合、幼児の1人目は無料、2人目
　からはそれぞれ小児運賃。
 ・幼児の単独乗車は、小児運賃。 

乳児（1歳未満）：無料
身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者手帳を
お持ちの方は半額（支払い時に手帳を提示してください。）
（主要な区間運賃）
・加茂駅東口～岩船寺300円
・加茂駅東口~浄瑠璃寺前400円
・岩船寺～浄瑠璃寺前200円
※特別回数券（10枚綴り）
　大人:2,000円、小児:1,000円
　木津川市役所学研企画課、加茂支所、当尾簡易郵便局で販売

【お問い合わせ】
奈良交通㈱平城営業所 ☎0742-71-1380
木津川市　学研企画課 ☎0774-72-0501（代表）

くにのみや学習館

当尾の郷
会館

加茂支所
（ＪＡ京都やましろ加茂支店）

（当尾簡易
　郵便局）

加茂文化センター

社会福祉協議会
加茂支所

（加茂ふれあいセンター内）

奥畑西

口畑口

東区公民館 恭仁宮跡西

くにのみや
学習館

恭仁宮跡北

瓶原
親水公園

口畑西

加茂支所
（JA京都やましろ加茂支店前）

かもバス

JR加茂駅観光案内所JR加茂駅観光案内所

木津川市
観光協会
木津川市
観光協会 かもバス（奥畑線・加茂通学線）

ブックス
中田

奥畑線・加茂通学線
（定員：9人）

奥畑線・加茂通学線
（定員：9人）

平日往復4便 　土日祝運休 ●ＪＲ線と連絡

所
支
茂
加

 

き
行

10:18
10:20
10:22
10:24
10:25
10:26
10:27
10:27
10:28
10:29
10:30
10:31
10:31
10:32
10:33
10:37
10:38

加茂支所
加茂駅西口 ●
中森
恭仁大橋北詰
岡崎南口
河原
恭仁宮跡
恭仁宮跡北
登大路
瓶原親水公園
海住山寺口
仏生寺
口畑口
口畑西
口畑
奥畑西
奥畑

12:18
12:20
12:22
12:24
12:25
12:26
12:27
12:27
12:28
12:29
12:30
12:31
12:31
12:32
12:33
12:37
12:38

14:18
14:20
14:22
14:24
14:25
14:26
14:27
14:27
14:28
14:29
14:30
14:31
14:31
14:32
14:33
14:37
14:38

16:48
16:50
16:52
16:54
16:55
16:56
16:57
16:57
16:58
16:59
17:00
17:01
17:01
17:02
17:03
17:07
17:08

10:38
10:39
10:43
10:44
10:45
10:45
10:46
10:47
10:48
10:49
10:49
10:50
10:51
10:52
10:54
10:56
10:58

奥畑
奥畑西
口畑
口畑西
口畑口
仏生寺
海住山寺口
瓶原親水公園
登大路
恭仁宮跡北
恭仁宮跡
河原
岡崎南口
恭仁大橋北詰
中森
加茂駅西口 ●
加茂支所

12:38
12:39
12:43
12:44
12:45
12:45
12:46
12:47
12:48
12:49
12:49
12:50
12:51
12:52
12:54
12:56
12:58

14:38
14:39
14:43
14:44
14:45
14:45
14:46
14:47
14:48
14:49
14:49
14:50
14:51
14:52
14:54
14:56
14:58

17:08
17:09
17:13
17:14
17:15
17:15
17:16
17:17
17:18
17:19
17:19
17:20
17:21
17:22
17:24
17:26
17:28

※1日フリー乗車券の販売所は朱書で記載しています。
加茂支所（JA京都やましろ加茂支店前）

平日運行（小学校の開校日のみ） ●ＪＲ線と連絡

15:30
15:30
15:33
15:34
15:34
15:35
15:36
15:40
15:41

恭仁宮跡
くにのみや学習館
海住山寺口
仏生寺
口畑口
口畑西
口畑
奥畑西
奥畑

15:38
15:38
15:41
15:42
15:42
15:43
15:44
15:48
15:49

恭仁宮跡
くにのみや学習館
海住山寺口
仏生寺
口畑口
口畑西
口畑
奥畑西
奥畑

所
支
茂
加

 

き
行

7:39
7:40
7:44
7:45
7:46
7:46
7:47
7:49
7:50
7:50
7:51
7:53
7:56
7:59
8:01
8:03
8:04
8:06
8:08
8:10

奥畑
奥畑西
口畑
口畑西
口畑口
仏生寺
海住山寺口
くにのみや学習館
恭仁宮跡
くにのみや学習館
平岡
井平尾　
銭司
井平尾
平岡
岡崎
恭仁大橋
中森
加茂駅西口 ●
加茂支所

15:08
15:10
15:12
15:14
15:15
15:17
15:19
15:22

加茂支所
加茂駅西口 ●
中森
恭仁大橋
岡崎
平岡
井平尾
銭司

16:08
16:10
16:12
16:14
16:15
16:17
16:19
16:22

加茂支所
加茂駅西口 ●
中森
恭仁大橋
岡崎
平岡
井平尾
銭司

※1日フリー乗車券の販売所は朱書で記載して
　います。
※特別回数券は木津川市役所・加茂支所・当尾簡
　易郵便局で販売しています。



かもバスかもバス

JR加茂駅観光案内所
木津川市観光協会

加茂文化センター

奥畑西

口畑口

東区公民館
恭仁宮跡西

加茂支所

くにのみや
学習館

恭仁宮跡北

瓶原
親水公園

口畑西

☆

☆

乗合タクシーの予約は簡単です
予約型乗合タクシーのご利用には、利用される停留所時刻の１時間前※までに事前予約が必要です。
予約は電話一本で簡単にできます。　　　　　　　　　　　　　　　　　 【※３０分前でも予約できる場合があります。】
　予約方法
① 次の予約先にお電話ください。

。いさだくえ伝おと」すまし用利を）スバろしまやは又（スバもか「 ②
③ 乗車される「時刻」と乗降される「停留所名」をお伝えください。
④ 予約された時刻に停留所で乗車ください。

かもバス（山田線・大畑線・観音寺線・南加茂台線・
銭司線・西線）をご利用の場合
加茂タクシー㈱ ☎0774-43-6400

やましろバス（神童子線）をご利用の場合
東洋タクシー㈱ ☎0774-86-2212

予約型乗合タクシー

※1日フリー乗車券の販売所は朱書で記載して
　います。
加茂支所（JA京都やましろ加茂支店前）加茂支所（JA京都やましろ加茂支店前）

平日往復4便   土日祝運休 ●ＪＲ線と連絡

所
支
茂
加

 

き
行

9:32
9:34
9:35
9:37
9:38
9:39
9:43
9:44
9:45
9:49
9:50

加茂支所
加茂草畑
加茂駅東口 ●※
兎並
山之上
北
小谷下
加茂人権センター
小谷上
山田口
山田

11:32
11:34
11:35
11:37
11:38
11:39
11:43
11:44
11:45
11:49
11:50

13:32
13:34
13:35
13:37
13:38
13:39
13:43
13:44
13:45
13:49
13:50

16:12
16:14
16:15
16:17
16:18
16:19
16:23
16:24
16:25
16:29
16:30

7:45
7:46
7:50
7:51
7:52
7:56
7:57
7:58
8:00
8:01
8:03

山田
山田口
小谷上
加茂人権センター
小谷下
北
山之上
兎並
加茂駅東口 ●※
加茂草畑
加茂支所

9:50
9:51
9:55
9:56
9:57
10:01
10:02
10:03
10:05
10:06
10:08

11:50
11:51
11:55
11:56
11:57
12:01
12:02
12:03
12:05
12:06
12:08

13:50
13:51
13:55
13:56
13:57
14:01
14:02
14:03
14:05
14:06
14:08

）
型
約
予
（

）
型
約
予
（

所
支
茂
加

 
き
行

平日往復4便   土日祝運休 ●ＪＲ線と連絡
8:24
8:27
8:27
8:28
8:29
8:34
8:36
8:37
8:38
8:39
8:40
8:42
8:48

加茂支所
加茂草畑 ※
加茂駅東口 ●※
加茂草畑 ※
南加茂台一丁目
尻枝
下手口
北下手
南下手
森
高去
勝風
大畑

10:24
10:27
10:27
10:28
10:29
10:34
10:36
10:37
10:38
10:39
10:40
10:42
10:48

12:24
12:27
12:27
12:28
12:29
12:34
12:36
12:37
12:38
12:39
12:40
12:42
12:48

14:24
14:27
14:27
14:28
14:29
14:34
14:36
14:37
14:38
14:39
14:40
14:42
14:48

8:49
8:55
8:57
8:58
8:59
9:00
9:01
9:03
9:08
9:09
9:10
9:10
9:13

大畑
勝風
高去
森
南下手
北下手
下手口
尻枝
南加茂台一丁目
加茂草畑 ※
加茂駅東口 ●※
加茂草畑 ※
加茂支所

10:49
10:55
10:57
10:58
10:59
11:00
11:01
11:03
11:08
11:09
11:10
11:10
11:13

12:49
12:55
12:57
12:58
12:59
13:00
13:01
13:03
13:08
13:09
13:10
13:10
13:13

14:49
14:55
14:57
14:58
14:59
15:00
15:01
15:03
15:08
15:09
15:10
15:10
15:13

所
支
茂
加

 

き
行

）
型
約
予
（

平日往復4便   土日祝運休 ●ＪＲ線と連絡
9:11
9:14
9:14
9:15
9:16
9:18
9:19
9:20
9:22

加茂支所
加茂草畑 ※
加茂駅東口 ●※
加茂草畑 ※
南加茂台一丁目
南加茂台保育園
南加茂台小学校口
大谷公園
東山公園

11:11
11:14
11:14
11:15
11:16
11:18
11:19
11:20
11:22

13:11
13:14
13:14
13:15
13:16
13:18
13:19
13:20
13:22

15:11
15:14
15:14
15:15
15:16
15:18
15:19
15:20
15:22

9:23
9:25
9:26
9:27
9:29
9:30
9:31
9:31
9:34

東山公園
大谷公園
南加茂台小学校口
南加茂台保育園
南加茂台一丁目
加茂草畑 ※
加茂駅東口 ●※
加茂草畑 ※
加茂支所

11:23
11:25
11:26
11:27
11:29
11:30
11:31
11:31
11:34

13:23
13:25
13:26
13:27
13:29
13:30
13:31
13:31
13:34

15:23
15:25
15:26
15:27
15:29
15:30
15:31
15:31
15:34

平日往復4便   土日祝運休 ●ＪＲ線と連絡
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型
約
予
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所
支
茂
加

 

き
行

8:06
8:09
8:09
8:10
8:12
8:14
8:16

加茂支所
加茂草畑 ※
加茂駅東口 ●※
加茂草畑 ※
常念寺
二本松
観音寺

10:06
10:09
10:09
10:10
10:12
10:14
10:16

12:06
12:09
12:09
12:10
12:12
12:14
12:16

14:06
14:09
14:09
14:10
14:12
14:14
14:16

8:16
8:18
8:20
8:22
8:23
8:23
8:26

観音寺
二本松
常念寺
加茂草畑 ※
加茂駅東口 ●※
加茂草畑 ※
加茂支所

10:16
10:18
10:20
10:22
10:23
10:23
10:26

12:16
12:18
12:20
12:22
12:23
12:23
12:26

14:16
14:18
14:20
14:22
14:23
14:23
14:26

かもバス

※1日フリー乗車券の販売所は朱書で記載しています。※1日フリー乗車券の販売所は朱書で記載しています。
※大畑線、南加茂台線、観音寺線で、加茂駅東口または加茂草畑
　の乗降予約がない場合は、加茂支所への直接運行となります。
※山田線で加茂駅東口の乗降予約がない場合は、加茂支所への
　直接運行となります。
加茂支所（JA京都やましろ加茂支店前）

かもバス（予約型乗合タクシー）

　山田線、大畑線、南加茂台線、観音寺線、
銭司線、西線は定時制の予約型乗合タクシーです。
1時間前※までに加茂タクシー㈱へご予約ください。

身体障がい者手帳、療育手帳または精神
障がい者手帳をお持ちの方は半額（支払
い時に手帳を提示してください。）

予約型乗合タクシーの場合は、運賃を乗務員

※30分前でも予約可能な場合があります。

ブックス
中田社会福祉

協議会
加茂支所
（加茂ふれあい
センター内）

木津川市
観光協会

JR加茂駅
観光案内所

口畑口

東区
公民館 恭仁宮跡西

くにのみや
学習館恭仁宮跡

恭仁宮跡北

瓶原
親水公園

口畑西

奥畑西

予約型乗合タクシー

加茂地域の予約型乗合タクシー☆

☆

☆

☆

☆

加茂文化センター
加茂支所（JA京都
やましろ加茂支店前）

平日往復4便   土日祝運休 ●ＪＲ線と連絡
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支
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き
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9:38
9:40
9:42
9:44
9:45
9:46
9:47
9:47
9:48
9:50
9:53

加茂支所
加茂駅西口 ●
中森
恭仁大橋北詰
岡崎南口
河原
恭仁宮跡
くにのみや学習館
平岡
井平尾　
銭司

11:38
11:40
11:42
11:44
11:45
11:46
11:47
11:47
11:48
11:50
11:53

13:38
13:40
13:42
13:44
13:45
13:46
13:47
13:47
13:48
13:50
13:53

15:38
15:40
15:42
15:44
15:45
15:46
15:47
15:47
15:48
15:50
15:53

9:53
9:56
9:58
9:59
9:59
10:00
10:01
10:02
10:04
10:06
10:08

銭司
井平尾　
平岡
くにのみや学習館
恭仁宮跡
河原
岡崎南口
恭仁大橋北詰
中森
加茂駅西口 ●
加茂支所

11:53
11:56
11:58
11:59
11:59
12:00
12:01
12:02
12:04
12:06
12:08

13:53
13:56
13:58
13:59
13:59
14:00
14:01
14:02
14:04
14:06
14:08

15:53
15:56
15:58
15:59
15:59
16:00
16:01
16:02
16:04
16:06
16:08

平日往復4便   土日祝運休 ●ＪＲ線と連絡
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予
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支
茂
加

 

き
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9:13
9:15
9:17
9:19
9:20
9:21
9:22
9:22
9:23
9:23
9:24

加茂支所
加茂駅西口 ●
中森
恭仁大橋北詰
岡崎南口
河原
恭仁宮跡
恭仁宮跡西
東区公民館
東　
西　

11:13
11:15
11:17
11:19
11:20
11:21
11:22
11:22
11:23
11:23
11:24

13:13
13:15
13:17
13:19
13:20
13:21
13:22
13:22
13:23
13:23
13:24

15:13
15:15
15:17
15:19
15:20
15:21
15:22
15:22
15:23
15:23
15:24

9:25
9:26
9:26
9:27
9:27
9:28
9:29
9:30
9:32
9:34
9:36

西　
東　
東区公民館
恭仁宮跡西
恭仁宮跡
河原
岡崎南口
恭仁大橋北詰
中森
加茂駅西口 ●
加茂支所

11:25
11:26
11:26
11:27
11:27
11:28
11:29
11:30
11:32
11:34
11:36

13:25
13:26
13:26
13:27
13:27
13:28
13:29
13:30
13:32
13:34
13:36

15:25
15:26
15:26
15:27
15:27
15:28
15:29
15:30
15:32
15:34
15:36

）
型
約
予
（
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